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1

　本市では、「夢・大地　みんなが愛する水の里」の将来像のもと、平成29年３月に策定し

た「登米市障害者計画・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」における基本理念と

して「だれもが自分らしく笑顔で暮らせるまち　とめ」と定め、すべての障がいのある人が

安心して暮らすことができる地域であるよう、人と人とが支え合い、人としての尊厳をもっ

て生きることができる地域社会の実現を目指し、各種障がい者福祉施策を実施してまいりま

した。

　これからの障がい者福祉を見通すと、障がい者の高齢化、障がいの重度化・重複化が進行

するとともに、その家族介護者の高齢化により、“親亡き後”の生活への不安が顕在化して

いることから、関連する法改正等の動向を踏まえ、より多様化、複雑化する障がい者ニーズ

に的確に対応しながら、地域で安心して暮らすことのできるまちづくりを推進することが求

められています。

　このような状況の中、現行の「登米市障害者計画・第５期障害福祉計画・第１期障害児福

祉計画」が令和２年度で計画期間の終了を迎えることから、これまでの取り組みの成果と課

題も踏まえ、今後、本市が取り組むべき障がい者施策の基本的な方針を示すとともに、障が

い者の地域生活や社会生活を支えるための障がい福祉サービス等の充実および障がい児の健

やかな成長と発達を支える障がい児支援の強化と充実を目的として「登米市障害者基本計

画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」の３つの計画をもって『第６期登米市障

がい者プラン』を策定いたします。
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第１章　計画の策定にあたって
第５章　第２期障害児福祉計画
　１　障害児福祉計画について

　２　第２期計画の基本的理念

　３　第１期計画の進捗について

　４　第２期計画における成果目標の設定

　５　障がい児通所支援等の見込量と確保の方策

第６章　計画の推進
　１　計画の推進体制

　２　計画の点検・評価

　◇「障害」および「障がい」の表記について
　　本計画では、法令等に基づく制度や事業等の固有名称などについてはそのままの
　表記とし、特定の事項を示さない一般的な表現や言い回しについては「障がい」と
　表記します。

１　計画策定の趣旨

第１章　計画の策定にあたって



2 3

 

- 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

25 28  

 

 

28 28  

10

 

 

28 30  

 

 

30 30  

26

 

 

30  

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 - 
 

 

  

 

 

 

 

 

1-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )  
 (  

 

- 3 - 
 

 

登米市総合計画 

２ 計画の位置付けと計画期間 

 

（１）計画の位置付け 

本計画は、市における障がい者のための施策に関する基本的な計画としての「障害者基

本計画」とその個別の実施計画となる「第６期障害福祉計画」及び「第２期障害児福祉計

画」の３つの計画をもって『第６期登米市障がい者プラン』という名称とします。 

また、これまでの「障害者計画」との名称から「障害者基本計画」に変更します。 

本計画は、障害者基本法、障害者総合支援法および児童福祉法に基づいた計画であり、国

の「障害者基本計画」、県の「みやぎ障害者プラン」および「宮城県障害福祉計画」に即し

た市町村計画であるとともに、策定にあたっては、上位計画である「登米市総合計画」や

「登米市地域福祉計画」およびその他各分野別の計画と整合性を図るものとします。 

図1-1 各計画策定に係る法定上の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-2 計画の位置づけイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者基本計画・ 

障害福祉計画・ 

障害児福祉計画 

障がい者プラン 

障害者基本計画（障害者基本法 第 11 条 第３項） 
障害者基本法に基づく市町村障害者計画として策定するものです。 

障害者計画は市の障がい者施策に関する基本計画として、施策の基本的方向と具体的な方策を 

明らかにするものです。 

障害福祉計画（障害者総合支援法 第 88 条 第１項） 
障害者総合支援法に基づく市町村障害福祉計画として策定するものです。 

障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項を明ら 

かにするものです。 

障害児福祉計画（児童福祉法 第 33 条の 20 第１項） 
児童福祉法に基づく市町村障害児福祉計画として策定するものです。 

障がい児通所支援等をはじめ、地域療育支援体制の整備に関する事項を明らかにするもので

す。 

(県)みやぎ障害者プラン 
宮城県障害福祉計画 (国）障害者基本計画 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

登米市地域福祉計画 

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 

元 気 と め 食 育 2 1 計 画 

（１）計画の位置付け
　本計画は、市における障がい者のための施策に関する基本的な計画としての「障害者基
本計画」とその個別の実施計画となる「第６期障害福祉計画」および「第２期障害児福祉
計画」の３つの計画をもって『第６期登米市障がい者プラン』という名称とします。
　また、これまでの「障害者計画」との名称から「障害者基本計画」に変更します。
　本計画は、障害者基本法、障害者総合支援法および児童福祉法に基づいた計画であり、
国の「障害者基本計画」、県の「みやぎ障害者プラン」および「宮城県障害福祉計画」に
即した市町村計画であるとともに、策定にあたっては、上位計画である「登米市総合計
画」や「登米市地域福祉計画」およびその他各分野別の計画と整合性を図るものとします。

２　計画の位置付けと計画期間≪障がい者施策をめぐる制度改正と近年の動き≫

図1-1　各計画策定に係る法定上の位置づけ

図1-2　計画の位置づけイメージ

第１章　計画の策定にあたって第１章　計画の策定にあたって
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※登米市総合計画では、平成27年９月に国連で採択され、世界が合意した「持続可能な 

開発目標（ＳＤＧｓ）」の17の目標を取り入れています。 

本計画において主に取り組むゴールは、次のゴールとなります。 

                   

 

（２）計画期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

なお、計画期間中においても、法改正や社会情勢の大きな変化が生じた場合には、必

要に応じて見直しを行うこととします。 

 

図 1-3 計画期間 
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（2019） 
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（2020） 
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（2022） 

令和 
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（2023） 

令和 
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（2024） 

令和 

７年度 

（2025） 

令和 

８年度 

（2026） 

 

 

 

 

 

 

（３）障がい者の範囲 

本計画では、障害者基本法や障害者総合支援法などにおいて定義される「身体障がい

者」「知的障がい者」「精神障がい者（発達障がいを含む）」「その他の心身の機能の

障がいがある者」「障がい児」「難病患者」を対象とします。 

 

３ 策定体制 

（１）アンケート調査による障がい者の意向把握 

本計画策定の基礎資料として、障がい者（身体障がい・知的障がい・精神障がい者

（児）等）を対象に「障害者計画・障害福祉計画策定のためのアンケート調査」（以

下、「アンケート調査」という。）を実施しました。 

 

（２）計画策定委員会による審議 

  本計画の策定は、これまで、障害者自立支援協議会委員を計画策定委員に委嘱し、審議 

していましたが、計画の策定を自立支援協議会の所掌事務とする要綱改正を行い、自立支 

援協議会において審議を行いました。 

障害者計画 
（平成 30～令和２年度） 

第５期障害福祉計画 
（平成 30～令和２年度） 

第１期障害児福祉計画 
（平成 30～令和２年度） 

次期計画 
（令和６～８年度） 

次期計画 
（令和６～８年度） 

次期計画 
（令和６～８年度） 

 

障害者基本計画 
（令和３～５年度） 

第６期障害福祉計画 
（令和３～５年度） 

第２期障害児福祉計画 
（令和３～５年度） 

第６期障がい者プラン 

目標１： 
貧困をなくそう 

目標２： 
すべての人に 
健康と福祉を 

目標３： 
人や国の不平等
をなくそう 
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第２章 障がい者を取り巻く状況 

１ 登米市の概況 

（１）住民基本台帳による人口構造の推移 

平成27年以降の住民基本台帳における本市の総人口の推移は、平成27年からの６年間で

5,362人減少し、令和２年では77,959人となっています。 

年齢別３階層人口は、年少人口と生産年齢人口が減少しているのに対し老年人口は増加し、

令和２年には総人口の34.7％となり、少子高齢化が進み超高齢社会を迎えています。 

一方、世帯数は平成27年から徐々に増加し、令和２年に27,249世帯となっています。 

また、一世帯あたりの人員は、令和２年で2.86人まで減少し、核家族化の進行および単独

世帯の増加傾向がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人、世帯   

区    分 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年 

総  人  口 83,321 82,487 81,511 80,476 79,417 77,959 

 

老 年 人 口 （65歳以上） 
24,938 25,621 26,056 26,506 26,886 27,020 

29.9% 31.1% 32. 0% 32.9% 33.8% 34.7% 

生産年齢人口（15～64歳） 
48,433 47,150 46,004 44,800 43,645 42,366 

58.1％ 57.1% 56.4% 55.7% 55.0% 54.3% 

年 少 人 口  （0～14歳） 
9,950 9,716 9,451 9,170 8,886 8,573 

12.0% 11.8% 11.6% 11.4% 11.2% 11.0% 

世   帯   数 27,119 25,621 27,207 27,254 27,299 27,249 

一世帯あたりの人数 3.07 3.04 3.00 2.95 2.91 2.86 

資料：住民基本台帳（各年３月末現在） 

83,321 82,487 81,511 80,476 79,417 77,959 

（２）計画期間
　本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。
　なお、計画期間中においても、法改正や社会情勢の大きな変化が生じた場合には、必要
に応じて見直しを行うこととします。

　　※登米市総合計画では、平成27年９月に国連で採択され、世界が合意した「持続可能な
開発目標（ＳＤＧｓ）」の17の目標を取り入れています。

　　　本計画において主に取り組むゴールは、次のゴールとなります。

（３）障がい者の範囲
　本計画では、障害者基本法や障害者総合支援法などにおいて定義される「身体障がい
者」「知的障がい者」「精神障がい者（発達障がいを含む）」「その他の心身の機能の障
がいがある者」「障がい児」「難病患者」を対象とします。

（１）アンケート調査による障がい者の意向把握
　本計画策定の基礎資料として、障がい者（身体障がい・知的障がい・精神障がい者
（児）等）を対象に「障害者計画・障害福祉計画策定のためのアンケート調査」（以下、
「アンケート調査」という。）を実施しました。

（２）計画策定委員会による審議
　本計画の策定は、これまで、障害者自立支援協議会委員を計画策定委員に委嘱し、審議
していましたが、計画の策定を自立支援協議会の所掌事務とする要綱改正を行い、自立支
援協議会において審議を行いました。

３　策定体制

図1-3　計画期間

図表2-1　総人口の推移（平成27年～令和2年）

（１）住民基本台帳による人口構造の推移
　平成27年以降の住民基本台帳における本市の総人口の推移は、平成27年からの６年間
で5,362人減少し、令和２年では77,959人となっています。
　年齢別３階層人口は、年少人口と生産年齢人口が減少しているのに対し老年人口は増加
し、令和２年には総人口の34.7％となり、少子高齢化が進み超高齢社会を迎えています。
　一方、世帯数は平成27年から徐々に増加し、令和２年に27,249世帯となっています。
　また、一世帯あたりの人員は、令和２年で2.86人まで減少し、核家族化の進行および単
独世帯の増加傾向がうかがえます。

第２章　障がい者を取り巻く状況

１　登米市の概況

第２章　障がい者を取り巻く状況第１章　計画の策定にあたって
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（２）身体障がい 

本市における身体障害者手帳の所持者数は年々減少傾向にあります。令和２年３月末では

3,254人と本市の障害者手帳交付者数の約７割（70.3％）を占め、そのほとんどが18歳以上と

なっています。 

障がいの等級別では１級所持者が最も多く、令和２年３月末の所持者数は1,005人（30.9％）、

障がいの種類別では、肢体不自由が1,704人で最も多く、全体の約５割（52.4％）を占めてい

ます。 

 

図表 2-3 身体障害者手帳所持者数の推移（平成 28年～令和２年） 

単位：人 

区分 
平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

２年 

  年
代
別 

18 歳未満 47 44 39 38 39 

  18 歳以上 3,547 3,478 3,394 3,280 3,215 

  
障
が
い
等
級
別 

１級 1,022 1,023 1,002 1,019 1,005 

２級 570 539 523 504 488 

３級 606 588 576 525 497 

  ４級 889 866 841 813 808 

  ５級 287 291 283 264 267 

  ６級 220 215 208 193 189 

  

障
が
い
種
別 

視覚障がい 233 221 208 196 196 

  聴覚・平衡機能障がい 232 223 215 206 212 

  音声・言語・そしゃく機能障がい 52 50 50 46 42 

  肢体不自由 2,027 1,966 1,890 1,780 1,704 

  内部障がい 1,050 1,062 1,070 1,090 1,100 

合  計 3,594 3,522 3,433 3,318 3,254 

 （各年３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：人 
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２ 障がい者等の状況 

 

（１）障害手帳所持者数 

本市の障がい者（児）数の状況を、平成28年以降の障害者手帳交付者数の推移からみる

と、身体障害者手帳所持者は減少傾向ですが、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳所持

者はともに増加し、令和２年には4,626人（重複含む）の方が障害者手帳の交付を受けてい

ます。 

また、令和２年における住民基本台帳の総人口（77,959人）に占める障害手帳所持者の割

合は、5.9％となっています。 

 

 
 

単位：人 

区分 
平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

２年 

身体障害者手帳所持者数 3,594 3,522 3,433 3,318 3,254 

療育手帳所持者数 794 814 836 825 831 

精神障害者保健福祉手帳所持者数 474 493 520 531 541 

合  計 4,862 4,829 4,789 4,674 4,626 

（各年３月末現在）  

図表2-2　障がいのある人の推移（平成28年～令和2年）

（１）障害手帳所持者数
　本市の障がい者（児）数の状況を、平成28年以降の障害者手帳交付者数の推移からみる
と、身体障害者手帳所持者は減少傾向ですが、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳所
持者はともに増加し、令和２年には4,626人（重複含む）の方が障害者手帳の交付を受け
ています。
　また、令和２年における住民基本台帳の総人口（77,959人）に占める障害手帳所持者
の割合は、5.9％となっています。

２　障がい者等の状況 （２）身体障がい
　本市における身体障害者手帳の所持者数は年々減少傾向にあります。令和２年３月末で
は3,254人と本市の障害者手帳交付者数の約７割（70.3％）を占め、そのほとんどが18歳
以上となっています。
　障がいの等級別では１級所持者が最も多く、令和２年３月末の所持者数は1,005人
（30.9％）、障がいの種類別では、肢体不自由が1,704人で最も多く、全体の約５割
（52.4％）を占めています。

図表2-3　身体障害者手帳所持者数の推移（平成28年～令和2年）

<障がい程度別の割合（令和2年）＞ <障がい種別の割合（令和2年）＞

5級 8%

肢体不自由 52%

内部障がい
34%

6級 6%

１級 31%

4級 25%

2級 15%

3級 15%

聴覚・平衡機能
　障がい 7%

音声・言語・そしゃく
　機能障がい 1%

視覚障がい 6%

単位 : 人

単位 : 人

第２章　障がい者を取り巻く状況第２章　障がい者を取り巻く状況
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（４）精神障がい 

本市における精神障害者保健福祉手帳所持者数は、年々増加傾向にあります。 

令和２年３月末で541人と本市の障害者手帳交付者数の約１割（11.7％）を占めており、そ

のほとんどが18歳以上となっています。 

障がい程度別でみると、各年とも２級所持者が最も多く、令和２年は339人と全体の約６割

（62.7％）を占めています。 

また、自立支援医療（精神通院医療）の受給者数の推移をみると、平成28年は942人でした

が、令和２年には1,025人となり５年間で83人増加しています。 

 

図表 2-5 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（平成 28年～令和２年） 

単位：人 

区分 
平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

２年 

  

  

  

年代別 
18 歳未満 7 3 4 5 4 

18 歳以上 467 490 516 526 537 

障がい 

程度別 

１級 101 99 86 87 79 

２級 275 284 325 321 339 

３級 98 110 109 123 123 

合計 474 493 520 531 541 

（各年３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（    

 

図表 2-6 自立支援医療（精神通院医療）の受給者数の推移（平成 28年～令和２年） 

単位：人  

区分 
平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

２年 

自立支援医療（精神通院医療）受給者数 942 1,021 976 961 1,025 

（各年３月末現在）  

 

- 8 - 
 

（３）知的障がい 

本市における療育手帳所持者数は年々増加傾向にあります。令和２年３月末で831人と本市

の障害者手帳交付者数の約２割（18.0％）を占めています。 

また、令和２年３月末の年代別の状況は、18歳未満が155人、18歳以上が676人となってい

ます。 

障がい程度別でみると、令和２年３月末で最重度・重度であるＡ判定の人は339人、中度・

軽度であるＢ判定の人は492人となり、Ａ判定の人は減少傾向にありますが、Ｂ判定の人は増

加傾向にあります。 

 

図表 2-4 療育手帳所持者数の推移（平成 28年～令和２年） 

単位：人 

区分 
平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

２年 

  
年代別 

18 歳未満 160 165 176 161 155 

  18 歳以上 634 649 660 664 676 

  
障がい 

程度別 

A 345 352 349 340 339 

B 449 462 487 485 492 

合  計 794 814 836 825 831 

（各年３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）知的障がい
　本市における療育手帳所持者数は年々増加傾向にあります。令和２年３月末で831人と
本市の障害者手帳交付者数の約２割（18.0％）を占めています。
また、令和２年３月末の年代別の状況は、18歳未満が155人、18歳以上が676人となって
います。
　障がい程度別でみると、令和２年３月末で最重度・重度であるＡ判定の人は339人、中
度・軽度であるＢ判定の人は492人となり、Ａ判定の人は減少傾向にありますが、Ｂ判定
の人は増加傾向にあります。

図表2-4　療育手帳所持者数の推移（平成28年～令和2年）

（４）精神障がい
　本市における精神障害者保健福祉手帳所持者数は、年々増加傾向にあります。
令和２年３月末で541人と本市の障害者手帳交付者数の約１割（11.7％）を占めており、
そのほとんどが18歳以上となっています。
　障がい程度別でみると、各年とも２級所持者が最も多く、令和２年は339人と全体の約
６割（62.7％）を占めています。
　また、自立支援医療（精神通院医療）の受給者数の推移をみると、平成28年は942人で
したが、令和２年には1,025人となり５年間で83人増加しています。

図表2-5　精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（平成28年～令和2年）

図表2-6　自立支援医療（精神通院医療）の受給者数の推移（平成28年～令和2年）

<年代別の割合（令和2年）＞ <障がい程度別の割合（令和2年）＞ <障がい程度別の割合（令和2年）＞

B（中・軽度）
59%

A（重度）
41%

18歳未満
19%

18歳以上
81%

３級
23%

１級
14%

２級
63%

第２章　障がい者を取り巻く状況第２章　障がい者を取り巻く状況
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（５）発達障がい 

本市の障がい児における発達障がい児童の割合は、令和２年３月末時点で、障がい児通

所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）受給児童は124人です

が、そのうち発達障がいのある児童（疑いも含む）は20人となっており、全体の約16％を

占めています。 

 自立支援医療受給者証を所持している発達障がい児童は16人、精神障害者保健福祉手帳

を所持している児童数は４人です。 

図表 2-7 発達障がい児童数                      単位：人 

区 分 
通所支援利

用児童数 

自立支援医

療受給者数 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者数 

左記のいずれ

かを利用又は

所持している

児童数 

自閉症、アスペルガー症候群を含む広

汎性発達障がい（自閉症スペクトラム） 
12 3 4 17 

学習障がい（限局性学習障がい） 1 0 0 1 

注意欠陥多動性障がい（注意欠如・多動

性障がい） 
4 13 0 15 

その他の発達障がい 0 0 0 0 

発達障がい疑い 3 0 0 3 

計 20 16 4 36 

（令和２年３月末現在） 

 

   障がい者における発達障がいの割合ですが、精神障害者保健福祉手帳を取得している人の 

うち発達障がい者は47人です。 

また、自立支援医療受給者証を所持している発達障がい者は63人となっています。 

（令和２年３月末現在） 

 

図表 2-8 発達障がい者数                       単位：人 

区 分 
自立支援医療 

受給者数 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者数  

医療か手帳、又は

どちらも所持し

ている人数 

自閉症、アスペルガー症候群を含む広汎

性発達障がい（自閉症スペクトラム） 
39 33 54 

学習障がい（限局性学習障がい） 0 0 0 

注意欠陥多動性障がい（注意欠如・多動

性障がい） 
24 9 25 

計 63 47 79 
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（６）指定難病等 

本市における指定難病医療受給者数は、平成30年に減少したもののその後増加傾向にあ

り、令和２年３月末現在の受給者数は630人、小児慢性特定疾患医療受給者数についても増

加傾向にあり、令和２年３月末現在の受給者数は79人となっています。 

 

図表 2-9 指定難病等医療受給者数の推移（平成 28年～令和２年）     単位：人 

区 分 
平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

２年 

指定難病医療受給者 680 695 606 618 630 

小児慢性特定疾患医療受給者 69 74 75 71 79 

資料：宮城県（各年３月末現在） 
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（５）発達障がい 
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所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）受給児童は124人です

が、そのうち発達障がいのある児童（疑いも含む）は20人となっており、全体の約16％を

占めています。 

 自立支援医療受給者証を所持している発達障がい児童は16人、精神障害者保健福祉手帳

を所持している児童数は４人です。 
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汎性発達障がい（自閉症スペクトラム） 
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学習障がい（限局性学習障がい） 1 0 0 1 

注意欠陥多動性障がい（注意欠如・多動

性障がい） 
4 13 0 15 

その他の発達障がい 0 0 0 0 

発達障がい疑い 3 0 0 3 

計 20 16 4 36 

（令和２年３月末現在） 

 

   障がい者における発達障がいの割合ですが、精神障害者保健福祉手帳を取得している人の 

うち発達障がい者は47人です。 

また、自立支援医療受給者証を所持している発達障がい者は63人となっています。 

（令和２年３月末現在） 

 

図表 2-8 発達障がい者数                       単位：人 

区 分 
自立支援医療 

受給者数 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者数  

医療か手帳、又は

どちらも所持し

ている人数 

自閉症、アスペルガー症候群を含む広汎

性発達障がい（自閉症スペクトラム） 
39 33 54 

学習障がい（限局性学習障がい） 0 0 0 

注意欠陥多動性障がい（注意欠如・多動

性障がい） 
24 9 25 

計 63 47 79 

（５）発達障がい
　本市の障がい児における発達障がい児童の割合は、令和２年３月末時点で、障がい児通
所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）受給児童は124人で
すが、そのうち発達障がいのある児童（疑いも含む）は20人となっており、全体の約
16％を占めています。
　自立支援医療受給者証を所持している発達障がい児童は16人、精神障害者保健福祉手帳
を所持している児童数は４人です。

　障がい者における発達障がいの割合ですが、精神障害者保健福祉手帳を取得している人
のうち発達障がい者は47人です。
　また、自立支援医療受給者証を所持している発達障がい者は63人となっています。

図表2-7　発達障がい児童数

（６）指定難病等
　本市における指定難病医療受給者数は、平成30年に減少したもののその後増加傾向にあ
り、令和２年３月末現在の受給者数は630人、小児慢性特定疾患医療受給者数についても
増加傾向にあり、令和２年３月末現在の受給者数は79人となっています。

図表2-9　指定難病等医療受給者数の推移（平成28年～令和２年）

図表2-8　発達障がい者数

単位 : 人

単位 : 人

単位 : 人

単位 : 人

第２章　障がい者を取り巻く状況第２章　障がい者を取り巻く状況
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施策体系 

基本理念の実現に向け、施策の分野を９項目に整理し、それぞれの施策の方向を示し、障

がいのある人を社会全体で支援するため施策の展開を図ります。 

 
 

 

 

  

基本理念 基本目標 施策の分野 施策の方向 

　本計画では、第二次登米市総合計画に掲げる本市の将来像「あふれる笑顔　豊かな自然　
住みたいまち　とめ」を目指し、障がいの有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊
重し支え合う地域社会、全ての市民が「だれもが自分らしく笑顔で暮らせるまち　とめ」の
実現を目指します。
　また、障がいのある人の生活課題やニーズが多様化する中で、様々な課題に取り組み、障
がいのある人の自立と社会参加を支援していくためには、公的な支援だけでは対応できない
ことから、地域全体で支援していくことが必要です。
　そのため、障がいについての理解や障がい者への配慮を促しながら、市民、行政、関係団
体、障がい福祉サービス等事業者などが連携を図り、障がい者の高齢化や多様化、親亡き後を
見据え、ライフステージを通じた支援のもとで、共生社会の実現に取り組むこととします。

第３章　障害者基本計画

１　障害者基本計画について

２　基本理念

　本計画は、障害者基本法（第11条第３項）に基づき策定するものであり、障害者基本計画
は市の障がい者施策に関する基本計画として、施策の基本的方向と具体的な方策を定めるも
のです。

３　基本目標

　基本理念である「だれもが自分らしく笑顔で暮らせるまち　とめ」の実現に向けて次の３
項目を基本目標とします。

ともに支え合うまち
　障がいがある人もない人も分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが
ら、地域で共に支え合い生活できるまちを目指します。

活き生きと生活できるまち
　障がいのある人が自らの能力を最大限発揮しながら、自分らしく生きがいを持って生活で
きるまちを目指します。

安心して暮らせるまち
　障がいのある人が必要な支援やサービスを利用しながら、住み慣れた地域で日常生活、社
会生活を営むことができるまちを目指します。

だれもが自分らしく笑顔で暮らせるまち　とめ

施策体系
　基本理念の実現に向け、施策の分野を９項目に整理し、それぞれの施策の方向を示し、障
がいのある人を社会全体で支援するため施策の展開を図ります。

第３章　障害者基本計画第３章　障害者基本計画
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４ 分野別施策 

 

１ 啓発・広報 

（１）現状と課題 

 障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重

される地域社会を築くためには、市民が障がいや障がい特性について正しく理解することが

求められます。 

 本市では、広報紙やホームページ、コミュニティＦＭなどを通じて、障がいに対する理解

を深めるための活動を行い、また、障害者週間や障がい者マークの周知、啓発などで障がい

者理解の促進を図ってきました。 

今回行ったアンケート調査では、全体の約半数（50％）の方が「障がいがあることで差別

やいやな思いをしたことがある。または少しある」と答えており、場所については、「学

校・仕事場」（47％）、「外出先」（40％）、「住んでいる地域」（26％）、「仕事を探すとき」

（25％）と答えた方が高い割合になっています。 

 これらの結果を踏まえ、障がいに対する偏見をなくし、人格や個性を尊重しながら地域で

共生できる地域社会づくりが重要であり、今後も市民や事業所に対しての理解促進につなが

る取り組みを実施していく必要があります。  

 

（２）施策の方向と展開 

№ 施策の方向 施策の展開 

1 

障がい・障がい者

理解の促進 
講演会・研修会等による理解の促進 

 障がい福祉関係者、一般の市民を対象にした障がい者、障がい特性の

理解につながる講演会・研修会等の開催について検討します。 

2 

交流教育の充実 

 特別支援学校等での各種行事などを通じた地域交流を支援し、障がい

についての正しい理解を促進します。 

3 

啓発・広報活動の

推進 
広報等による住民の理解促進と啓発 

 市の広報紙、ホームページ、コミュニティＦＭ等を通じて、障がい福

祉に関する情報の提供を行い、障がいに対する市民の理解・啓発を促進

します。 

4 

障害者週間の周知 

 12月 3日から 12月 9日までの「障害者週間」の周知を図り、障

がいに対する理解を推進します。 
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№ 施策の方向 施策の展開 

5 

啓発・広報活動の

推進 
障がい者マークの周知 

 障がいのある人に関する各種マークが正しく理解され、適正に配慮さ

れるよう周知を図ります。 

6 

施設整備への理解促進 

 障がい福祉サービス等事業者と連携し、グループホーム等の開設に向

け、地域理解の促進に努めます。 

7 

地域での交流活動

の支援 

障がい者団体活動等の周知 

 障がい者団体や家族会等の活動推進のため、活動内容等の周知を図り

ます。 

8 

障がい者団体等の交流・活動支援 

 障がい者団体や家族会等による障がい種別の枠を超えた交流の機会を

支援し、相互に理解できる活動や障がいのない方との交流活動を促進し

ます。 

9 
福祉イベントの開催支援 

 福祉に対する理解を深めるための各種催事を支援します。 

  

１　啓発・広報
（１）現状と課題

　障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として

尊重される地域社会を築くためには、市民が障がいや障がい特性について正しく理解す

ることが求められます。

　本市では、広報紙やホームページ、コミュニティＦＭなどを通じて、障がいに対する

理解を深めるための活動を行い、また、障害者週間や障がい者マークの周知、啓発など

で障がい者理解の促進を図ってきました。

　今回行ったアンケート調査では、全体の約半数（50％）の方が「障がいがあることで

差別やいやな思いをしたことがある。または少しある」と答えており、場所について

は、「学校・仕事場」（47％）、「外出先」（40％）、「住んでいる地域」

（26％）、「仕事を探すとき」（25％）と答えた方が高い割合になっています。

　これらの結果を踏まえ、障がいに対する偏見をなくし、人格や個性を尊重しながら地

域で共生できる地域社会づくりが重要であり、今後も市民や事業所に対しての理解促進

につながる取り組みを実施していく必要があります。　

（２）施策の方向と展開

４　分野別施策

第３章　障害者基本計画第３章　障害者基本計画
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２ 教育・療育 

（１）現状と課題 

 障がいのある子ども一人ひとりが、その個性を生かし、能力を最大限伸ばすためには、発

達の遅れや障がいを早期に発見し、成長段階に応じた学習環境の整備や障がい特性に対応し

た療育を進めることが重要となります。 

 アンケート調査では、「相談対応の充実」（57％）や「保護者が介助、支援できないときの

一時的な見守りや介助」（52％）、「地域における療育、リハビリテーション体制」（44％）と

いった支援サービス事業の充実および進路相談等を含めた相談支援への期待が多く寄せられ

ています。また、「地域社会と関わる新たな環境づくり」（41％）や「教育機会の拡充」

（43％）について、多くの意見が寄せられています。 

 障がいのある子どもへの支援には、保健・福祉・保育・教育・医療が連携のもと、一人ひ

とりの課題を関係機関で共有し、ニーズに応じた支援を提供していく必要があります。 

 

（２）施策の方向と展開 

№ 施策の方向 施策の展開 

10 

療育支援体制の

整備 
療育支援体制の一元化に向けた体制整備 

 「生涯にわたって途切れない支援」のためのシステムづくりを目指

し、関係機関と連携しながら具体化に向けた取り組みを進めます。 

11 

障がい児への支援サービス事業の充実 

 障がい児通所支援等については、増加するニーズに対応するため、量

の確保と質の向上を図ります。 

12 

発達障がいの早

期発見と支援 

発達障がいの早期発見 

 乳幼児健康診査等を通じ、発達確認や発達障がい等の早期発見を図り

ます。 

13 

保育施設の体制整備（特別支援保育所訪問相談事業） 

 専門家の巡回指導により、保育士の資質向上と専門性を高め、関係機

関との連携のあり方を明確にし、発達支援を要する子どもたちの保育の

充実を図ります。 

14 

保育所等訪問支援の実施 

 障がい児が利用する保育所等を訪問し、障がい児以外の児童との集団

生活への適応等を支援することで、安定した保育所等利用の促進を図り

ます。 
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№ 施策の方向 施策の展開 

15 

発達障がいの早

期発見と支援 

児童発達支援センターの充実 

 児童発達支援センターは、施設の有する専門機能を活かし、市の全域

の障がい児やその家族への相談・支援、障がい児を預かる施設への援

助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設として充実

を図ります。 

16 

福祉教育の推進 学校における福祉教育の推進 

 インクルーシブ教育システム※1の理念の下、思いやりの心や助け合

いの精神を育むため、キャップハンディ体験などを行い、福祉教育の充

実に努めます。 

17 

特別支援学校との交流支援 

 特別支援学校との交流体験を支援し、障がいに対する理解の促進に努

めます。 

18 

生涯学習の推進（障がいの理解） 

 福祉についての関心を高めてもらうため、障がい福祉に関する出前講

座を実施し、地域における障がいへの理解を促進します。 

19 

学校教育の充実 適切な就学の促進 

 障がい児や支援の必要な児童の適切な就学のため、児童発達支援セン

ターや特別支援学校、教育委員会等の関係機関と連携した支援体制の充

実を図ります。 

20 

進路相談支援 

 障がいのある生徒の状況に適した指導を行うため、学校・特別支援学

校、行政、障害者就業・生活支援センター等が協力し、就学および就職

を支援します。 

21 

特別支援教育の体制整備 

 特別支援教育に係る体制の充実を図るため、特別支援教育研修会や特

別支援教育コーディネーター連絡協議会と連携を図り、人材の確保・育

成に努めます。 

※1：すべての子どもに対して、子ども一人ひとりの教育的ニーズにあった適切な教育的支援

を、「通常の学級において」行う教育（障がい者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度

まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的の下、障がいのある

者と障がいのない者が共に学ぶ仕組みです。そこでは、障がいのある者が一般的な教育制度から

排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に

必要な「合理的配慮」が提供されること等が必要とされています。）  

２　教育・療育
（１）現状と課題

　障がいのある子ども一人ひとりが、その個性を生かし、能力を最大限伸ばすために

は、発達の遅れや障がいを早期に発見し、成長段階に応じた学習環境の整備や障がい特

性に対応した療育を進めることが重要となります。

　アンケート調査では、「相談対応の充実」（57％）や「保護者が介助、支援できない

ときの一時的な見守りや介助」（52％）、「地域における療育、リハビリテーション体

制」（44％）といった支援サービス事業の充実および進路相談等を含めた相談支援への

期待が多く寄せられています。また、「地域社会と関わる新たな環境づくり」（41％）

や「教育機会の拡充」（43％）について、多くの意見が寄せられています。

　障がいのある子どもへの支援には、保健・福祉・保育・教育・医療が連携のもと、一人

ひとりの課題を関係機関で共有し、ニーズに応じた支援を提供していく必要があります。

（２）施策の方向と展開

第３章　障害者基本計画第３章　障害者基本計画

を、「通常の学級において」行う教育（障がい者が精神的および身体的な能力等を可能な最大限度
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３ 雇用・就労 

（１）現状と課題 

 障がいのある人が、地域において自立した社会生活を送るためには、生活のリズムを保持

するとともに、収入の確保につながる「就労」が重要となります。 

 障がい者への就労に関するアンケート調査では、「職場の障がい者理解」（64％）や「通勤

手段の確保」（52％）等の意見が多く、次いで「短時間勤務や勤務日数などの配慮」（44％）

「就労後のフォローなど職場と支援機関の連携」（43％）となっており、能力や適性に合った

働き方ができる支援などが求められています。 

 このようなことから、障がいのある方がそれぞれの能力・特性に応じて、自立した生活を

送るために、関係機関が連携し、福祉施設から一般就労への移行支援や定着支援、就労継続

支援事業所における工賃等の向上のため、継続した支援を行う必要があります。 

 

（２）施策の方向と展開 

№ 施策の方向 施策の展開 

22 

障がい者雇用へ

の理解促進 
企業等への制度周知 

 障がいのある方の雇用拡大のため、関係機関と連携し、障がい者雇用

に係る助成制度の周知に努めます。 

23 

障がい者雇用の促進 

 就労継続支援Ａ型事業所の参入促進を支援します。また、雇用後の職

場に定着できるよう支援体制の充実に努めます。 

24 

就労相談の充実 

 就労に関する相談の充実を図るため、障害者就業・生活支援センター

等と連携し相談体制の構築に努めます。 

25 

雇用・就労支援 

と定着支援 

ジョブコーチ支援制度の周知 

 ジョブコーチ（職場適応援助者）の活用が図られるよう、関係機関と

連携し、制度の周知に努めます。 

26 

職親制度 ※２ の推進 

 知的障がいのある方の生活指導や、就労に係る指導を行う職親委託制

度を充実するため、職親の確保と制度の周知に努めます。 

27 

福祉的就労の支

援 

 

 

市の事業等で活用可能な物品の購入、作業等の委託による工賃の向上 

市内就労系福祉施設で製作する授産製品をホームページ等で紹介し、

また、各種イベントなどで使用する物品について、可能な限り授産製品

を利用することや、除草作業などの業務を、就労系福祉事業所に委託す 

るなど、施設利用者の賃金（工賃）の向上に努めます。 
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№ 施策の方向 施策の展開 

28 
福祉的就労の支

援 

授産品の販路拡大とネットワーク 

 就労系福祉事業所や地域活動支援センターで製作した授産製品につい

て、民間企業・店舗の協力や市での調達など、販路の拡大に努めます。 

※2：知的障害者福祉法第 16 条に基づき、知的障がい者を自分の家庭に預かり、その更生に必

要な指導訓練、職業指導を行うことを希望し、都道府県、市または福祉事務所を設置する町村の

長が認めるもの。 

 

 

 

 

  

３　雇用・就労
（１）現状と課題

　障がいのある人が、地域において自立した社会生活を送るためには、生活のリズムを

保持するとともに、収入の確保につながる「就労」が重要となります。

　障がい者への就労に関するアンケート調査では、「職場の障がい者理解」（64％）や

「通勤手段の確保」（52％）等の意見が多く、次いで「短時間勤務や勤務日数などの配

慮」（44％）「就労後のフォローなど職場と支援機関の連携」（43％）となってお

り、能力や適性に合った働き方ができる支援などが求められています。

　このようなことから、障がいのある方がそれぞれの能力・特性に応じて、自立した生

活を送るために、関係機関が連携し、福祉施設から一般就労への移行支援や定着支援、

就労継続支援事業所における工賃等の向上のため、継続した支援を行う必要があります。

（２）施策の方向と展開

第３章　障害者計画第３章　障害者計画



20 21

 

- 21 - 
 

 

№ 施策の方向 施策の展開 

34 

地域医療・広域医療の

充実 

医療サービスの充実 

 市民が安心して暮らせるよう、救急医療や地域医療連携を強

化するとともに、訪問看護・訪問リハビリなどの医療ニーズに

対応した体制の充実を図ります。 

35 

リハビリテーションの充実 

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等による機能回復訓練

を実施し、身体機能等の低下を防ぎ、自立した日常生活や社会

生活を送れるよう努めます。 

 

 

５ 生活支援 

（１）現状と課題 

 障がいのある人が安心して暮らしていくためには、様々な支援が必要となります。そのた

め、障害者総合支援法に基づく「介護・訓練等給付」をはじめ、市町村が行う「地域生活支

援事業」など各種サービス事業を行っていますが、年々サービス利用者や支給量は増加して

います。 

 障がい者の福祉に関する様々な問題について、当事者・家族等からの相談に応じた情報提

供や障がい福祉サービスの利用支援などを行う「障害者相談支援事業」を行っていますが、

障がいのある方からの相談は、内容が多様化、複合化しており、障がいのある方やその保護

者が抱える複合的な課題の相談に応じる体制の整備や、相談支援を行う人材の育成支援等を

実施していく必要があります。 

 障がい福祉施設の入所者や入院中の精神障がい者の地域生活への移行を進めるためには、

地域住民の理解や協力が必要とされるとともに、在宅支援などのサービスの充実も必要とな

ります。 

 これらのことから、障がいのある方が地域で安心して生活するために、「相談」「緊急時の

受け入れ・対応」「体験の機会・場」「専門的な人材の確保・養成」「地域の体制づくり」な

どの機能を整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築（地域生活

支援拠点等の整備）を進める必要があります。特に緊急時の受け入れ・対応については、重

度の障がい者に対する支援体制の整備が必要です。 

 また、障害者虐待防止法施行後、件数は多くありませんが、市への虐待通報があります。 

障がい者に対する虐待は表面化しにくく、発見が遅れることがあるため、地域住民や民生

委員児童委員、福祉施設関係者など虐待防止にかかる啓発を図る事が重要であります。 

あわせて、「障害者差別解消法」に基づき、差別解消に向けた取り組みを行う必要がありま

す。 

 障がいのある方への理解促進、権利擁護に係る周知、啓発の取り組みについては継続した
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４ 保健・医療 

（１）現状と課題 

 障がいの原因は、交通事故や労働災害などのほか、糖尿病や脳卒中、心臓病などの生活習

慣病、出生前・出生時に起因するものなど、誰にでも起こりえるものです。 

 近年の傾向では、人工透析などの腎臓機能障がいや膀胱・直腸機能障がいによる身体障害

者手帳の取得者や精神障害者保健福祉手帳の取得者が増えており、障がいの原因となる疾病

の早期発見や早期治療、生活習慣の見直しなど、健康保持のための取り組みやこころのケア

を充実させ、地域社会で安心した生活が出来るような支援が重要となっています。 

 市では、各種健診などによる疾病の早期発見や障がいの理解の見地から、健康診査や保健

指導を継続していく必要があります。 

 また、乳幼児健診等で発達を確認して障がいの早期発見に努め、障がいのある子どもへの

支援のために、保健・福祉・保育・教育・医療が連携のもと、課題を関係機関で共有し、子

ども一人ひとりのニーズに応じたサービス等を提供していく必要があります。 

 

（２）施策の方向と展開 

№ 施策の方向 施策の展開 

29 

障がいの早期発見と 

療育体制の充実 

乳幼児健診等の実施 

 乳幼児健康診査を実施し、保護者とともに発達の確認を行うこと

により、障がいの早期発見に努めます。 

30 

早期療育への理解 

 保護者と発達の状況を共有し、理解を深めます。また、療育のた

めの相談を実施します。 

31 

障がいの原因となる 

傷病の予防 

各種健診等の実施 

 特定健康診査や特定保健指導を通じて、生活習慣病である糖尿病

や心疾患、脳血管疾患などによる障がいの防止を図ります。 

32 

こころの健康づくり 

の推進 

こころの相談の充実 

 精神疾患を抱えている方や生きづらさを抱えている方およびその

家族等が、身近なところで早期に相談できるよう、専門職による精

神保健相談を実施します。 

33 

地域医療・広域医療 

の充実 

入院中の支援 

 意思疎通が困難な重度障がい者の入院中に、医療従事者との意思

疎通が円滑に図れるようホームヘルパー等の派遣を行います。 

 

 

  

４　保健・医療
（１）現状と課題

　障がいの原因は、交通事故や労働災害などのほか、糖尿病や脳卒中、心臓病などの生

活習慣病、出生前・出生時に起因するものなど、誰にでも起こりえるものです。

　近年の傾向では、人工透析などの腎臓機能障がいや膀胱・直腸機能障がいによる身体

障害者手帳の取得者や精神障害者保健福祉手帳の取得者が増えており、障がいの原因と

なる疾病の早期発見や早期治療、生活習慣の見直しなど、健康保持のための取り組みや

こころのケアを充実させ、地域社会で安心した生活が出来るような支援が重要となって

います。

　市では、各種健診などによる疾病の早期発見や障がいの理解の見地から、健康診査や

保健指導を継続していく必要があります。

　また、乳幼児健診等で発達を確認して障がいの早期発見に努め、障がいのある子ども

への支援のために、保健・福祉・保育・教育・医療が連携のもと、課題を関係機関で共

有し、子ども一人ひとりのニーズに応じたサービス等を提供していく必要があります。

（２）施策の方向と展開

５　生活支援
（１）現状と課題

　障がいのある人が安心して暮らしていくためには、様々な支援が必要となります。そ

のため、障害者総合支援法に基づく「介護・訓練等給付」をはじめ、市町村が行う「地

域生活支援事業」など各種サービス事業を行っていますが、年々サービス利用者や支給

量は増加しています。

　障がい者の福祉に関する様々な問題について、当事者・家族等からの相談に応じた情

報提供や障がい福祉サービスの利用支援などを行う「障害者相談支援事業」を行ってい

ますが、障がいのある方からの相談は、内容が多様化、複合化しており、障がいのある

方やその保護者が抱える複合的な課題の相談に応じる体制の整備や、相談支援を行う人

材の育成支援等を実施していく必要があります。

　障がい福祉施設の入所者や入院中の精神障がい者の地域生活への移行を進めるために

は、地域住民の理解や協力が必要とされるとともに、在宅支援などのサービスの充実も

必要となります。

　これらのことから、障がいのある方が地域で安心して生活するために、「相談」「緊

急時の受け入れ・対応」「体験の機会・場」「専門的な人材の確保・養成」「地域の体

制づくり」などの機能を整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制

の構築（地域生活支援拠点等の整備）を進める必要があります。特に緊急時の受け入

れ・対応については、重度の障がい者に対する支援体制の整備が必要です。

　また、障害者虐待防止法施行後、件数は多くありませんが、市への虐待通報があります。

　障がい者に対する虐待は表面化しにくく、発見が遅れることがあるため、地域住民や民

生委員児童委員、福祉施設関係者など虐待防止にかかる啓発を図る事が重要であります。

　あわせて、「障害者差別解消法」に基づき、差別解消に向けた取り組みを行う必要が

あります。

　障がいのある方への理解促進、権利擁護に係る周知、啓発の取り組みについては継続

第３章　障害者基本計画第３章　障害者基本計画
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№ 施策の方向 施策の展開 

43 

福祉サービスの充

実 
障がい福祉サービス等事業者間の連携支援 

 登米市障害者自立支援協議会や同課題検討部会において、障がい

福祉サービス等事業者間の連携を図ります。 

44 

障害者手帳を持っていない方への支援 

 障害者手帳を所持していない発達障がいや精神疾患、難病等の方

が利用できる福祉サービスの周知を図ります。 

45 

地域活動支援センターの充実 

 日中の居場所の確保、生活訓練・作業活動を通じた日常生活の安

定、社会参加の促進を目指す支援を行います。また、就労継続支援

などへ向けたステップアップができるよう事業の充実に努めます。 

46 

支援職員等のスキルアップ 

 障がい福祉サービス等事業所に従事する職員等を対象に、発達障

がいなど対応が難しいとされる障がいの理解や対応のための研修等

を開催し、スキルアップに努めます。 

47 

移動の支援 
福祉タクシーの利用助成 

 通院や社会参加のためにタクシーを利用する際、料金の一部を助

成し、経済的負担の軽減を図ります。 

48 

自動車燃料費の助成 

 通院や社会参加のために利用する自動車の燃料費の一部を助成

し、経済的負担の軽減を図ります。 

49 

透析患者の交通費助成 

 人工透析を受けるための医療機関への通院に要する交通費を助成

し、経済的負担の軽減を図ります。 

50 

権利擁護の推進 成年後見制度の周知 

 身寄りがないなど、当事者による成年後見審判申立ができない場

合、市が家庭裁判所に対して申し立てを行います。また、利用にあ

たっての制度周知に努めます。 

51 

日常生活自立支援事業の推進 

 障がいのある方で、判断能力が十分でなく、各種手続きや金銭管

理等に不安のある方を支援するため、日常生活自立支援事業（まも

りーぶ事業）を推進します。 
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取り組みが大切であり、引き続き、市民や民間事業者等に対しての理解促進につながる取り

組みを実施していく必要があります。 

 

 

（２）施策の方向と展開 

№ 施策の方向 施策の展開 

36 

相談支援体制の充

実・強化 

相談支援事業の充実・強化 

 一般的な福祉相談のほか、困難なケース等への相談、権利擁護の

ための支援など、障がい者が地域で安心して暮らせるよう相談支援

事業の充実・強化を図ります。 

37 

地域生活支援拠点

等の整備 
地域生活支援拠点等の整備 

 入所施設や病院からの地域移行、親元からの自立などを支援する

ため、地域における居住支援の在り方や、サービス拠点等の整備に

ついて検討します。 

38 

地域移行の推進 
地域生活移行者への支援 

 施設からの退所や病院から退院する方については、サービス利用

などを含め、地域移行後の生活ができるよう支援に努めます。 

39 

グループホーム等の整備促進 

 親亡き後の生活不安解消や自立した生活の場を確保するため、地

域において不足しているグループホーム等の整備について、障がい

福祉サービス等事業者と連携しながら促進します。 

40 

障害者自立支援協

議会との連携 
地域自立支援協議会運営の充実 

 登米市障害者自立支援協議会において、地域の障がい福祉に関す

る協議や障害福祉計画等の策定、進捗状況の評価等を行い、障がい

福祉施策の充実に努めます。 

41 

個別支援会議の充実 

 個別支援会議（ケース会議）等から集約される地域課題について

マネジメントを行います。 

42 

福祉サービスの充

実 障がい福祉サービス等の充実 

 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス等について、障が

いの特性に応じた適正な提供ができるよう努めます。 

した取り組みが大切であり、引き続き、市民や民間事業者等に対しての理解促進につな

がる取り組みを実施していく必要があります。

（２）施策の方向と展開

第３章　障害者基本計画第３章　障害者基本計画
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６ スポーツ・文化芸術活動 

（１）現状と課題 

 生活を豊かにし、自分らしい生活を送るためにはスポーツ活動や文化芸術活動、レクリエ

ーション活動を行うことが重要です。 

 アンケート調査では、「外出の目的」に「趣味やスポーツ」（７％）「グループ活動」

（４％）と回答した人が少なく、この分野での社会参加が進んでいないことが推察できま

す。 

 市では、登米市障がい者福祉協会や登米市手をつなぐ育成会などの障がい者団体が行う、

スポーツ・レクリエーション活動について、職員の派遣や移動手段の確保などの支援を行っ

ていますが、さらに多くの方が参加できるよう機会づくりを行い、障がいのある方がそれぞ

れの能力・特性に応じて、スポーツ・文化芸術活動が楽しみや生きがいづくりに繋げられる

よう、関係機関が連携し、継続した支援を行う必要があります。 

 

（２）施策の方向と展開 

№ 施策の方向 施策の展開 

58 

スポーツ活動の推進 情報提供の充実 

 障がいのある方がスポーツ等の活動に参加できるよう情報提

供の充実に努めます。 

59 

スポーツ活動への参加促進 

 障がい者スポーツ大会などの各種スポーツ・レクリエーショ

ン大会の開催を推進し、情報提供や運営の支援を行います。 

60 

文化芸術活動の推進 講座等への手話通訳者等の配置 

 各種催事や講演会などの開催に際して、必要に応じて手話通

訳者等を派遣し、障がいのある方の参加を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- 25 - 
 

 

６ スポーツ・文化芸術活動 

（１）現状と課題 

 生活を豊かにし、自分らしい生活を送るためにはスポーツ活動や文化芸術活動、レクリエ

ーション活動を行うことが重要です。 

 アンケート調査では、「外出の目的」に「趣味やスポーツ」（７％）「グループ活動」

（４％）と回答した人が少なく、この分野での社会参加が進んでいないことが推察できま

す。 

 市では、登米市障がい者福祉協会や登米市手をつなぐ育成会などの障がい者団体が行う、

スポーツ・レクリエーション活動について、職員の派遣や移動手段の確保などの支援を行っ

ていますが、さらに多くの方が参加できるよう機会づくりを行い、障がいのある方がそれぞ

れの能力・特性に応じて、スポーツ・文化芸術活動が楽しみや生きがいづくりに繋げられる

よう、関係機関が連携し、継続した支援を行う必要があります。 
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№ 施策の方向 施策の展開 

52 

権利擁護の推進 
障害者虐待防止の啓発 

 障害者虐待防止法を踏まえ、未然防止や早期発見に向けた啓発に

努めます。なお、虐待に関する通報等があった場合は、障害者虐待

防止センター（生活福祉課に設置）や各総合支所等と連携した対応

を行います。 

53 

関係機関との連携（協議会の開催） 

 障がい者虐待に関するケース検討は、相談支援事業者や関係する

福祉サービス事業所と連携しながら対応します。また、高齢者虐待

防止とともに連絡協議会を開催し情報共有を図ります。 

54 
障がいを理由とする差別解消のための啓発 

 障害者差別解消法に基づき、その目的や内容の周知に努めます。 

55 

地域福祉活動の支

援 
住民組織と福祉関係団体の協働の推進 

 障がいのある方が地域で安心して暮らせるよう、地域住民や民生

委員、自主防災組織などと連携し、協働による地域課題の解決に取

り組めるよう支援します。 

56 

ボランティアの育

成と支援 

ボランティアの育成 

 手話通訳などの養成講座や講習会を開催し、ボランティアの育成

に努めます。 

57 

ボランティアセンターの周知 

 ボランティアに関する情報の提供や登録などを行っている登米市

社会福祉協議会ボランティアセンターの周知に努めます。 

 

 

 

 

 

 

  

６　スポーツ・文化芸術活動
（１）現状と課題

　生活を豊かにし、自分らしい生活を送るためにはスポーツ活動や文化芸術活動、レク

リエーション活動を行うことが重要です。

　アンケート調査では、「外出の目的」に「趣味やスポーツ」（７％）「グループ活

動」（４％）と回答した人が少なく、この分野での社会参加が進んでいないことが推察

できます。

　市では、登米市障がい者福祉協会や登米市手をつなぐ育成会などの障がい者団体が行

う、スポーツ・レクリエーション活動について、職員の派遣や移動手段の確保などの支

援を行っていますが、さらに多くの方が参加できるよう機会づくりを行い、障がいのあ

る方がそれぞれの能力・特性に応じて、スポーツ・文化芸術活動が楽しみや生きがいづ

くりに繋げられるよう、関係機関が連携し、継続した支援を行う必要があります。

（２）施策の方向と展開

第３章　障害者基本計画第３章　障害者基本計画
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８ 防犯・防災対策 

（１）現状と課題 

 市ではこれまで、東日本大震災の経験を踏まえ、地域防災計画や避難行動要支援者支援マ

ニュアル等の見直しを進めています。 

 アンケートでは、「災害時にひとりで避難できますか」との問いに、「できる」と答えた方

が約４割（41％）となっており、「災害時に困ることは何か」との問いでは、「避難所の設備

や生活環境が不安」（48％）、「投薬や治療が受けられない」（44％）、「安全なところまで、迅

速に避難することができない」（42％）との回答が多くなっていることから、災害時要支援

者への対応や、指定避難所、福祉避難所の周知等、障がいのある方が災害時に安心して災害

対応ができる体制を充実していく必要があります。 

 

（２）施策の方向と展開 

№ 施策の方向 施策の展開 

65 

防犯対策の推進 犯罪被害の防止 

 警察と障がい者団体、福祉施設、行政等の連携を促進し、犯

罪被害の防止と早期発見に努めます。 

66 

消防緊急 FAX119・メール 119通報システム 

 聴覚障がい者の緊急時の対応として、登米市消防への通報に

FAX119・メール 119システムの活用を推進します。 

67 

防災対策の推進 避難行動要支援者支援制度の推進 

 避難行動要支援者支援マニュアルに基づき、平時からの支援

対策、災害発生時等における安否確認や避難誘導等の体制づく

りを進めます。 

68 

防災活動への障がい者参加促進 

 関係機関と連携し、障がい者が地域での防災訓練等に参加で

きるよう支援します。 

69 

避難所の周知 

 災害時に利用できる指定避難所や福祉避難所の設置場所や利

用について周知を図ります。 

70 

障がい福祉サービス事業所の防災対策の推進 

 災害時等における利用者の安全を確保するため、避難計画の

作成や防災訓練の実施など、災害対策についての指導に努めま

す。 

71 

緊急時の情報提供 

 防災ラジオやコミュニティＦＭ、防災メール等を通じて、災

害時の避難情報等について、適切な情報発信に努めます。 
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７ 生活環境の整備 

（１）現状と課題 

 障がいのある人が、地域の中で安心して生活し、積極的に社会参加していくためには、暮

らしやすい生活環境づくりや住宅・公共建築物や道路などの公共施設のバリアフリー化を進

める必要があります。 

 アンケート調査では、「外出するときに困ることは何か」の問いに対し「公共交通機関が

少ない」（33％）が多くなっているとともに「道路や駅に階段や段差が多い」（11％）との意

見も上がっています。 

  今日では、障がい者や高齢者等に配慮するバリアフリーの考え方から、全ての人が暮ら

しやすいユニバーサルデザイン※３の考え方に変わってきている側面もあることから、これ

らのことを踏まえ、障がいのある方が安心して暮らせる住みやすい環境づくりと、誰もが使

いやすい施設となるようにするために、関係機関が連携し、継続した支援を行う必要があり

ます。 

 

（２）施策の方向と展開 

№ 施策の方向 施策の展開 

61 

住環境の整備 住宅改修等の支援 

 重度身体障がい者（児）の日常生活（在宅）における段差解

消や利便性を図るため住宅改修費を給付します。 

62 

公共施設のバリアフリ

ー化 
ユニバーサルデザインの推進 

 公共建築物や道路などの公共施設の整備に際しては、ユニバ

ーサルデザインを考慮した設計の推進を図ります。 

63 

公営住宅のバリアフリー化推進 

 公営住宅の整備に際しては。登米市営住宅条例等の整備基準

に基づき、バリアフリー化を推進します。 

64 

都市公園のバリアフリー化推進 

 都市公園の整備や改修に際しては、登米市高齢者、障がい者

等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例に基づき、バリアフリー化を推進します。 

※3：ユニバーサルデザインとは、文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障がい・

能力の如何を問わずに利用することができる施設・製品・情報の設計。 

 

 

  

８　防犯・防災対策
（１）現状と課題
　市ではこれまで、東日本大震災の経験を踏まえ、地域防災計画や避難行動要支援者支
援マニュアル等の見直しを進めています。
　アンケートでは、「災害時にひとりで避難できますか」との問いに、「できる」と答
えた方が約４割（41％）となっており、「災害時に困ることは何か」との問いでは、
「避難所の設備や生活環境が不安」（48％）、「投薬や治療が受けられない」
（44％）、「安全なところまで、迅速に避難することができない」（42％）との回答
が多くなっていることから、災害時要支援者への対応や、指定避難所、福祉避難所の周
知等、障がいのある方が災害時に安心して災害対応ができる体制を充実していく必要が
あります。

（２）施策の方向と展開

７　生活環境の整備
（１）現状と課題
　障がいのある人が、地域の中で安心して生活し、積極的に社会参加していくために
は、暮らしやすい生活環境づくりや住宅・公共建築物や道路などの公共施設のバリアフ
リー化を進める必要があります。
　アンケート調査では、「外出するときに困ることは何か」の問いに対し「公共交通機
関が少ない」（33％）が多くなっているとともに「道路や駅に階段や段差が多い」
（11％）との意見も上がっています。
　今日では、障がい者や高齢者等に配慮するバリアフリーの考え方から、全ての人が暮
らしやすいユニバーサルデザイン※３の考え方に変わってきている側面もあることか
ら、これらのことを踏まえ、障がいのある方が安心して暮らせる住みやすい環境づくり
と、誰もが使いやすい施設となるようにするために、関係機関が連携し、継続した支援
を行う必要があります。

（２）施策の方向と展開
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 また、各種サービスや制度等の周知について、必要十分とまではいえないことから、市ホ

ームページ等の充実を図り、わかりやすい情報提供に努める必要があります。 

 

（２）施策の方向と展開 

№ 施策の方向 施策の展開 

76 

情報提供の充実 広報紙・ホームページ等での情報提供の充実 

 広報紙、ホームページ、コミュニティＦＭなどの各種情報媒

体を活用し福祉情報の提供に努めます。 

77 

声の広報の実施 

 登米市広報を音訳する「声の広報」による情報提供をボラン

ティアの協力により引き続き行います。 

78 

ガイドブックの作成 

 障がい福祉に関する各種情報をまとめた「障がい福祉のしお

り」を作成し、配布します。 

79 

手話奉仕員の養成 

 手話奉仕員の技術向上を目指す手話奉仕員研修や手話につい

ての理解を進める手話教室を実施します。また、新たな手話奉

仕員の養成を目指して広域連携での研修会等の開催を検討しま

す。 
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№ 施策の方向 施策の展開 

72 

防災対策の推進 災害時の支援体制 

 東日本大震災や令和元年東日本台風（台風第 19号）の教訓を踏

まえ、関係機関と連携し支援体制の構築を推進します。 

73 

防災メールの普及 

 緊急時の情報収集手段として登米市防災メールの周知、登録の働

きかけを行います。 

74 

消費者トラブルの防

止 

消費者トラブルの防止 

 詐欺商法等の消費者トラブルに係る情報提供を行うとともに、消

費生活相談窓口への相談により、被害の未然防止、問題解決に努め

ます。 

75 

感染症対策の推進 
感染防止対策の推進 

 新型コロナウイルス感染症等の感染防止のため、マスクの着用、

手洗い・手指消毒、３密（密集、密接、密閉）の回避など「新しい

生活様式」を徹底することや、感染が継続している地域に移動する

場合には、その必要性を慎重に判断することなど、感染防止対策の

推進に努めます。 

障がい福祉サービス等事業所に対する感染症対策への支援 

 障がい福祉サービス等事業所が、感染症発生時においてもサービ

スを継続するために、感染症対策および感染症発生時の必要な物資

の確保・配布について、県などと連携して対応していきます。 

 

 

９．情報提供の充実 

（１）現状と課題 

 障がいの有無にかかわらず、必要な情報が得られることは日常生活の中で重要な要素とな

っています。また、障がい者が自ら情報を発信できる手段を持ち、コミュニケーションをと

ることも重要です。 

 アンケート調査では、「障がいや福祉サービスなどに関する情報を、どこで知ることが多い

ですか」との問いに対しては、「家族や親せき、友人や知人」（30％）、「市や県の広報誌」（28％）、

「サービス事業所や施設の職員から」（28％）といった回答のほか、「本や新聞、雑誌の記事、

テレビやラジオのニュース」「市役所や保健所などの相談窓口」（25％）、「医療機関」（24％）

といった回答結果となっています。 

 市では、障がいのある方が速やかに必要な情報が得られるよう、障がい特性に応じた情報

提供について、体制を充実させる必要があります。 

 また、各種サービスや制度等の周知について、必要十分とまではいえないことから、市ホ

（２）施策の方向と展開

９．情報提供の充実
（１）現状と課題

　障がいの有無にかかわらず、必要な情報が得られることは日常生活の中で重要な要素

となっています。また、障がい者が自ら情報を発信できる手段を持ち、コミュニケー

ションをとることも重要です。

　アンケート調査では、「障がいや福祉サービスなどに関する情報を、どこで知ること

が多いですか」との問いに対しては、「家族や親せき、友人や知人」（30％）、「市や

県の広報誌」（28％）、「サービス事業所や施設の職員から」（28％）といった回答

のほか、「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース」「市役所や保健所など

の相談窓口」（25％）、「医療機関」（24％）といった回答結果となっています。

　市では、障がいのある方が速やかに必要な情報が得られるよう、障がい特性に応じた

情報提供について、体制を充実させる必要があります。

　また、各種サービスや制度等の周知について、必要十分とまではいえないことから、

市ホームページ等の充実を図り、わかりやすい情報提供に努める必要があります。
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５ 障がい福祉施策の重点事項 

計画期間における重点的な取り組みとして、前計画において以下の３項目を設定しており

ましたが、引き続き、障がい福祉施策の中の重点事項として推進します。 

 

１ 相談支援事業の充実 

本市では、相談支援業務を市内の指定特定相談支援事業所に委託し、障がい者の相談支援を

実施し、委託事業所は市内２事業所で、それぞれの事業所を拠点に業務を行っています。 

前計画では、障がい者の高齢化に伴い介護保険と障がい福祉の連携が必要になることを見

据え、市内９つの総合支所に併設されている地域包括支援センターに障がい者相談窓口を設

置して包括的な相談支援体制とするとともに、基幹相談支援センターを設置し、相談支援事

業所や障がい福祉サービス事業所の関係機関とのネットワークを強化しながら相談支援体制

の充実を図ることを重点事項にしていました。 

しかし、介護、障がいの総合相談窓口の一本化と基幹相談支援センターの設置については

新たな相談支援専門員等の人材確保が困難な状況にあって実現が難しいなどの理由により、

設置には至っていません。 

今後は、市における望ましい基幹相談支援センターのあり方を検討しながら、既存の相談

支援事業の見直しなどにより充実を図ります。 

 

２ 地域生活支援拠点等の整備 

障がいのある人が、地域社会において安心して生活を送るためには、障がい特性や多様な

ニーズに適切に対応したサービスの提供が不可欠となります。 

今後、見込まれる障がい者の高齢化や重度化、「親亡き後」を見据えながら、障がいのあ

る人に対し、ライフステージを通じた様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築する

ため、地域生活支援拠点等の整備に取り組みます。 

特に、本市の社会資源として不足している緊急時の受入れに必要な短期入所施設、グルー

プホーム等の整備、増床の働きかけをしながら、現在ある社会資源を活かした面的な整備を

推進し、障がい者の生活を地域全体で支える体制を構築します。 

なお、これまでは、基幹相談支援センターの設置とともに整備するとしていましたが、基

幹相談支援センターの設置とは切り離しての面的整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

　計画期間における重点的な取り組みとして、前計画において以下の３項目を設定しており
ましたが、引き続き、障がい福祉施策の中の重点事項として推進します。

１　相談支援事業の充実
　本市では、相談支援業務を市内の指定特定相談支援事業所に委託し、障がい者の相談支援
を実施し、委託事業所は市内２事業所で、それぞれの事業所を拠点に業務を行っています。
　前計画では、障がい者の高齢化に伴い介護保険と障がい福祉の連携が必要になることを見
据え、市内９つの総合支所に併設されている地域包括支援センターに障がい者相談窓口を設
置して包括的な相談支援体制とするとともに、基幹相談支援センターを設置し、相談支援事
業所や障がい福祉サービス事業所の関係機関とのネットワークを強化しながら相談支援体制
の充実を図ることを重点事項にしていました。
　しかし、介護、障がいの総合相談窓口の一本化と基幹相談支援センターの設置については
新たな相談支援専門員等の人材確保が困難な状況にあって実現が難しいなどの理由により、
設置には至っていません。
 今後は、市における望ましい基幹相談支援センターのあり方を検討しながら、既存の相談
支援事業の見直しなどにより充実を図ります。

２　地域生活支援拠点等の整備
　障がいのある人が、地域社会において安心して生活を送るためには、障がい特性や多様な
ニーズに適切に対応したサービスの提供が不可欠となります。
　今後、見込まれる障がい者の高齢化や重度化、「親亡き後」を見据えながら、障がいのあ
る人に対し、ライフステージを通じた様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築する
ため、地域生活支援拠点等の整備に取り組みます。
　特に、本市の社会資源として不足している緊急時の受入れに必要な短期入所施設、グルー
プホーム等の整備、増床の働きかけをしながら、現在ある社会資源を活かした面的な整備を
推進し、障がい者の生活を地域全体で支える体制を構築します。
　なお、これまでは、基幹相談支援センターの設置とともに整備するとしていましたが、基
幹相談支援センターの設置とは切り離しての面的整備を推進します。

３　障がいを理由とする差別の解消
　「障害者差別解消法」施行により、障がい者に対する不当な差別的取扱いの禁止と合理的
配慮の提供が義務化されていますが、差別解消法への認知が広まっているとは言い難い状況
にあります。
　市民、民間事業者等および障がい者当事者に対して、障害者自立支援協議会と連携しなが
ら、差別解消に関する普及啓発を行う必要があります。
　このことから、差別にあたる具体的な事例の共有や実際に差別解消に関する相談で解決し
た好事例を伝えていくなど、効果的な普及啓発に取り組みます。
　また、内部障がいや難病の方など外見からは障がいがあることがわかりにくい方々に対し
て、周囲の方に支援や配慮をお願いする「ヘルプカード」、「ヘルプマーク」も有効な合理
的配慮の一つであることから、市民や民間事業者等への制度の周知や対応方法などの啓発活
動に取り組みます。

５　障がい福祉施策の重点事項
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（１）計画の基本的理念
　本計画は、「登米市障害者基本計画」と一体的に策定していることから、基本的理念
についても同様に「だれもが自分らしく笑顔で暮らせるまち　とめ」とします。
　この基本的理念に基づいて、障がいの有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を
尊重し支え合う地域社会の実現を目指します。

（２）計画の基本方針
①障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
　地域共生社会を実現するため、障がい者等の自己決定を尊重しながら、その意思決
定を支援するとともに、障がい者等が住み慣れた地域で自立した社会生活を送ること
ができるよう、障がい福祉サービスや地域生活支援事業の提供体制の整備を進めます。

②障がい種別によって差別されない一元的な障がい福祉サービスの実施等
　障がい者等が、障がいの種別によらず、必要な支援が地域で受けられるよう障がい
福祉サービスを障がい特性にも配慮しながら一元的に提供します。

③入所等から地域生活への移行促進、地域生活の継続支援、就労支援等の課題に対応し
　たサービスの提供体制の整備
　入所施設から地域生活への移行や地域生活の継続支援、就労支援等の課題に対応す
るとともに、障がい者等の生活を地域全体で支えるシステムを構築するため、地域の
社会資源を最大限に活用し、サービスの提供体制の整備を進めます。

④障がい福祉人材の確保
　将来にわたって安定的に障がい福祉サービス等を提供していくために必要な人材を
確保するため、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障がい福
祉の現場の積極的な周知・広報等に取り組みます。

⑤地域共生社会の実現に向けた取組
　地域の住民が、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことのできる地域共
生社会の実現に向け、地域の実情に応じた柔軟なサービスの確保等を推進します。

各成果目標の状況
　第５期計画期間における成果目標については、平成28年度末時点からの目標値を設定して
います。活動指標となる障がい福祉サービスの実績の推移を確認しながら、成果目標の状況
を点検・評価します。

（1） 施設入所者の地域生活への移行

・取組状況
　地域生活に必要な支援や移行に向けた取り組みを進めてきましたが、令和２年度見込みの
施設入所者は111人となり、削減には至らない見込みとなっています。

第４章　第６期障害福祉計画

１　障害福祉計画について

２　第６期計画の基本的理念と基本方針 ３　第５期計画の進捗について

　本計画は、障害者総合支援法（第88条第１項）に基づき策定するもので、障がい者等が自
立した生活を送るために必要な支援や障がい福祉サービス、相談支援および地域生活支援事
業の提供体制の確保に係る目標等を定めるものです。

≪第６期障害福祉計画の成果目標≫
（１）施設入所者の地域生活への移行（継続）【基本方針：①、③、⑤】
（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築（継続）【基本方針：①、
　　　②、⑤】
（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実（継続）【基本方針：①、⑤】
（４）障がい福祉施設から一般就労への移行（継続）【基本方針：①、②、③、④、⑤】
（５）相談支援体制の充実・強化（新規）【基本方針：④、⑤】
（６）障がい福祉サービス等の質の向上（新規）【基本方針：②、④】

第４章　第６期障害福祉計画第４章　第６期障害福祉計画



34 35

 

- 35 - 
 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

28   
28

 

 

 

 

28 1.5   

 

 

 

     

28

 
26  

28

 

 

 

32  
28

 
 

28  

 

 

 

- 35 - 
 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

28   
28

 

 

 

 

28 1.5   

 

 

 

     

28

 
26  

28

 

 

 

32  
28

 
 

28  

 

 

 

- 35 - 
 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

28   
28

 

 

 

 

28 1.5   

 

 

 

     

28

 
26  

28

 

 

 

32  
28

 
 

28  

 

 

 

- 34 - 
 

111  

 

 

 

( )

 

(36 172 )

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）地域生活支援拠点等の整備

②就労移行支援事業の利用者数

・取組状況
 令和２年度の体制整備に向け自立支援協議会等において地域生活支援拠点等の整備につい
て協議を進めてきましたが、１か所整備する目標は達成できませんでした。

・評価、改善等
 国の基本指針において継続目標となっていることも踏まえ、今後も整備に向けて、障がい
者の高齢化・重度化、親亡き後を見据えた支援体制について継続した検討を進めます。

（４）障がい福祉施設から一般就労への移行
①一般就労への移行

　また、入所施設からグループホーム等へ移行する地域生活移行者数については、第５期計
画の目標値を大きく下回る見込みとなっています。

・評価、改善等
　地域生活への移行に関しては、障がい者および介護(保護)者の高齢化、障がいの重度化や
多様化などにより、地域生活への移行がなかなか進まない状況にあります。
　また、地域生活への移行先となるグループホームは市内に５事業所（36棟、定員172人)
ありますが、常に満床状態に近いことから、地域生活支援拠点等の整備とあわせた、新規事
業所の立上げや既存施設の増床等により、地域生活移行者を増やすことが喫緊の課題となっ
ています。
　このことから、相談支援の充実、地域生活支援拠点等の整備を通じた関係事業所との連携
強化を図り、施設の増改築の際の増床等を働きかけながら、地域生活移行支援体制を構築し
ます。

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

・取組状況
　国の基本指針では、令和２年度末までに全ての市町村において精神障がいにも対応した地
域包括ケアシステムの構築を目指し、保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置するこ
ととされています。

・評価、改善等
　本市においても国の基本指針に基づき、令和２年度末までに協議の場を設置する予定とし
ております。

設置

第４章　第６期障害福祉計画第４章　第６期障害福祉計画



36 37

 

- 36 - 
 

 

     

28

 

66.7  

 

28

 

 

 

50.0  

 

 
 

33.3  

 

 

 

 

     

 

 

80.0  

80  

 

30

 

 

80.0  

 

 

80.0  

 

80.0  

 

 

 

 

 

 

  

 

- 36 - 
 

 

     

28

 

66.7  

 

28

 

 

 

50.0  

 

 
 

33.3  

 

 

 

 

     

 

 

80.0  

80  

 

30

 

 

80.0  

 

 

80.0  

 

80.0  

 

 

 

 

 

 

  

 

- 37 - 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

A  103  
 

 

B  
101   

 

A-B  
 

1.6 1.9%  

 

 
 

6.8%  

 

 

101

103 6.8  

103 1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

・取組状況
 就労支援については、就労関係事業所連絡会をはじめ、障がい福祉サービス事業所等の関
係機関と検討を重ね、就労支援の向上に努めてきましたが、第５期計画においては、就労移
行支援事業の利用者数および就労移行支援率が３割以上である就労移行支援事業所数で目標
値を下回る見込みとなっています。

・評価、改善等
 一般就労への移行については目標に達していますが、就労移行支援の利用者数は前計画期
間中特に大きな増減がなく、今後も継続して就労希望者のサービス利用を推進していくこと
が必要です。
 また、就労移行支援事業所数は、令和２年度末で３事業所となっていることから、新規事
業所の立ち上げや事業の拡大を働きかけるとともに、障がい福祉サービス事業所における
様々な課題を解決しながら、就労への支援向上に取り組みます。

③就労移行支援率が３割以上である就労移行支援事業所

④各年度における就労定着支援による支援開始１年後の職場定着率

　国や宮城県の基本指針では、障がい者等の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援
等の主要な課題に対応するため、令和５年度を目標年度とする成果目標を設定することが求
められています。本計画においても、国・県の考え方を踏まえながら次の項目について数値
目標等を設定します。

（１）施設入所者の地域生活への移行

　≪成果目標≫

＜目標設定の考え方＞
　国の基本指針に基づき、令和５年度末の施設入所者数を101人と設定し、地域生活移行者
数の目標値を令和元年度末時点の施設入所者（103人）の6.8％にあたる７人を目標とします。
　また、施設入所者削減数は、令和元年度末時点の施設入所者（103人）の1.9％にあたる
２人を目標とします。

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

４　第６期計画における成果目標の設定

【国の基本指針】
　令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行するととも
に、令和５年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から
1.6％以上削減することを基本とする。

【国の基本指針】
　市町村ごとの保健、医療および福祉関係者による協議の場を通じて、重層
的な連携による支援体制を構築するため、協議の場の１年間の開催回数見込
みおよび各関係者の参加者数見込みを設定する。

第４章　第６期障害福祉計画第４章　第６期障害福祉計画
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≪成果目標≫ 

項 目 数 値 備 考 

協議の場の開催回数 ３回／年 
保健、医療および福祉関係者によ

る協議の場の開催回数 

参加者数 10人 協議の場における参加者数 

 

＜目標設定の考え方＞ 

国の指針では、精神障がい者が安心して地域で生活することができるよう、精神障がいに

も対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、全ての市町村において保健、医療、

福祉関係者等による協議が行われることを基本としています。本市においても国の基本指針

に基づき、上記のとおり成果目標を設定し、地域生活に必要な支援体制のあり方等について

検討していきます。 

（参考） 

精神科病床に入院している患者数                 （人数：人） 

病院住所市町名 登米市 大崎市 石巻市 気仙沼市 栗原市 仙台市 

入院者数 34 16 15 9 6 5 

 

病院住所市町名 名取市 涌谷町 川崎町 岩手県 千葉県 計 

入院者数 2 23 1 2 1 114 

資料：ReMHRAD 2019年度 630調査(精神保健福祉資料)（2019年６月末時点） 

 

（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 

 

 

 

≪成果目標≫ 

項 目 数 値 備 考 

地域生活支援拠点等の整備 １か所 令和５年度まで 

 

＜目標設定の考え方＞ 

国の基本指針では、地域生活支援拠点等について、障がいの重度化・高齢化や「親亡き後」

を見据え、居住生活支援のための機能として相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、

専門性、地域の体制づくりなどを、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、令和５年度

末までに少なくとも一つ整備することとされています。また、その機能の充実のため、年１

回以上の運用状況の検証や検討を行うこととされています。 

【国の基本指針】 

令和５年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも１つ整備することとされて

います。 
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　本市においても関係機関等と更に検討を重ね、市内障がい福祉サービス等事業所との連携
を強化し、「面的な整備」手法により目標年度までに１か所整備します。

（４）福祉施設から一般就労への移行
≪成果目標≫
　一般就労への移行

　就労定着支援事業の利用者数

　就労定着支援事業所のうち就労定着率80％以上の事業所

＜目標設定の考え方＞
 障がい福祉施設から一般就労への移行を進めるため、国の基本指針では、就労支援におけ
る障がい保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組む必要性があることから、成果
目標を設定することとされています。

≪成果目標≫

＜目標設定の考え方＞
　国の指針では、精神障がい者が安心して地域で生活することができるよう、精神障がいに
も対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、全ての市町村において保健、医療、
福祉関係者等による協議が行われることを基本としています。本市においても国の基本指針
に基づき、上記のとおり成果目標を設定し、地域生活に必要な支援体制のあり方等について
検討していきます。
（参考）
　精神科病床に入院している患者数

（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実

≪成果目標≫

＜目標設定の考え方＞
　国の基本指針では、地域生活支援拠点等について、障がいの重度化・高齢化や「親亡き
後」を見据え、居住生活支援のための機能として相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・
対応、専門性、地域の体制づくりなどを、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、令和
５年度末までに少なくとも一つ整備することとされています。また、その機能の充実のた
め、年１回以上の運用状況の検証や検討を行うこととされています。

【国の基本指針】
　令和５年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも１つ整備すること
とされています。

　（人数：人）単位 : 人
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（６）障がい福祉サービスの質の向上（新規）

≪成果目標≫

　障がい福祉サービスの質を向上させるための取組

＜目標設定の考え方＞

　研修については、主に新規配属となった職員が参加するほか、業務上の必要に応じて活用

しています。障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有については、毎月の

国保連審査結果の確認および修正、事業所への請求過誤の指摘や修正依頼等を継続して行っ

ていくとともに、請求過誤の多い事例等について注意喚起を行い、適正な運営を行う事業所

の確保および請求過誤防止に向けた体制を今後検討していきます。

　このため、数値目標については、国の基本指針で示された考え方を踏まえ、現状を考慮し

設定しました。

（５）相談支援体制の充実・強化（新規）

　

≪成果目標≫

　相談支援体制の充実・強化に向けた体制確保

　相談支援体制の充実・強化のための取組

＜目標設定の考え方＞

　現在、市内の２事業所に相談支援の窓口を委託していますが、地域における相談支援の中

核を担う基幹相談支援センターは未整備であるため、その整備検討も含め、地域の実情に

合った相談支援体制のあり方や、その充実・強化に向けた取組を今後も継続して検討してい

きます。また、充実・強化のための取組として、自立支援協議会の専門部会の活動や研修を

通じ、相談支援事業所間の連携強化や専門員のスキルアップを図っていきます。

　

【国の基本指針】
　相談支援体制の充実・強化に向け、各市町村において令和５年度末まで

に、総合的・専門的な相談支援の実施および地域の相談支援体制の強化を実

施する体制を確保することを基本とする。

【国の基本指針】
　市町村職員が障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行

い、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、真に必要とされるサービスの

提供ができているかの検証を行っていくこと、障害者自立支援審査支払等シ

ステム等による審査結果を活用し、請求の過誤をなくすための取組や適正な

運営を行っている事業所を確保するなど、障がい福祉サービス等の質を向上

させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。
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　サービス見込量の推計方法

　障がい福祉サービスの見込量については、これまでのサービス利用実績の推移を基本に、

障がい者の利用意向や事業所のサービス供給体制を勘案しながら設定します。

　なお、令和２年度実績は、これまでの利用実績を踏まえた推計値を掲載します。

【障がい福祉サービス等の体系】

５　障がい福祉サービス等の見込量と確保の方策 
訪問系サービスの内容

訪問系サービスの実績と見込量

１．訪問系サービス

日中活動系サービスの内容

２．日中活動系サービス

◆見込量の考え方と確保の方策

　前計画を下回る利用実績となっており、実利用者数は緩やかな減少傾向にありますが、

今後介護者の高齢化などを背景とした新規の利用者も予想されることから、現在の訪問系

サービスの利用実績を基に見込んでいます。
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就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必

要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 A型 

（雇用型） 

一般企業などでの就労が困難な方に、雇用契約の締結により

働く場を提供し、就労に必要な知識および能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 

就労継続支援 B型 

（非雇用型） 

一般企業などでの就労が困難で、雇用契約の締結による就労

が困難な方に働く場を提供し、就労に必要な知識および能力

の向上のために必要な訓練を行います。 

就労定着支援 

 

就労に伴う環境の変化により、生活面での課題が生じている

人に、企業や関係機関等との連絡調整や課題解決の支援を行

います。 

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、病院での機能訓練、療養

上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 

短期入所（福祉型、 

医療型） 

在宅の障がい者を介護する方が病気の場合などに、施設に短

期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護などの必要な保護を

行います。 

 

 生活介護の実績と見込量 

年度  

項目 

第５期（実績・見込み） 第６期（計画） 

Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

見込量 

（人日分／月） 

計画 4,655 4,693 4,750 5,200 5,240 5,280 

実績 5,035 5,167 5,160 - - - 

実利用者数 

（人／月） 

計画 245 247 250 260 262 264 

実績 254 256 258 - - - 

 ◆見込量の考え方と確保の方策 

利用実績により利用者の増加を見込んでいます。市内事業所は 24か所（基準該当およ

び共生型事業所を含む。）ありますが、生活介護事業所の不足も予測されることから、事業

所の新規開設や定員拡大などを促進し、サービス提供の確保を図ります。 

 

 

 自立訓練（機能訓練）の実績と見込量 

年度  

項目 

第５期（実績・見込み） 第６期（計画） 

Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

見込量 

(人日分／月) 

計画 10 10 10 21 21 21 

実績 24 10 21 - - - 

実利用者数 

（人／月） 

計画 1 1 1 3 3 3 

実績 4 2 3 - - - 
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生活介護の実績と見込量

自立訓練（機能訓練）の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　利用実績により利用者の増加を見込んでいます。市内事業所は24か所（基準該当および

共生型事業所を含む。）ありますが、生活介護事業所の不足も予測されることから、事業

所の新規開設や定員拡大などを促進し、サービス提供の確保を図ります。

◆見込量の考え方と確保の方策

　市内に事業所が１か所と少ないことから、周辺自治体の事業所との調整を図りながら、

サービス提供の確保を図ります。

就労移行支援の実績と見込量

就労継続支援Ａ型の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　前計画を下回る利用実績となっていますが、地域移行者や支援学校卒業者に加え、復職

のための利用も見られることから、増加を見込んでいます。市内事業所は３か所あり、利

用見込みへの定員は確保できていますが、多様な支援が出来るよう定員の拡大や新規事業

開設などによるサービス提供体制強化への協力を求めていきます。

自立訓練（生活訓練）の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　地域移行が進むことによる利用者の増加および宿泊型自立訓練の利用者を見込んでいま

す。通所については、市内事業所は２か所あり、利用見込みに対する定員数は確保されて

います。 
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 短期入所の実績と見込量 

年度  

項目 

第５期（実績・見込み） 第６期（計画） 

Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

見込量 

（人日分／月） 

計画 110 115 120 204 204 204 

実績 227 346 204 - - - 

実利用者数 

（人／月） 

計画 23 24 25 26 26 26 

実績 28 31 26 - - - 

 ◆見込量の考え方と確保の方策 

不定期の利用が多く、実績が一定でないことから、現在の実績により利用者、利用日数

を見込んでいます。市内事業所は 13か所ありますが、今後も介護者の高齢化や家族の支

援力の低下により利用希望者が見込まれるため、利用定員の拡大や新規事業所の開設を促

進します。 

 

 ３．居住系サービス 

 居住系サービスの内容 

サービスの種類 サービスの内容 

共同生活援助（グ

ループホーム） 

夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助ま

たは、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。平成２６年４月

から共同生活介護（ケアホーム）は共同生活援助に一元化されま

した。 

施設入所支援 障がい者支援施設に入所する人に、夜間や休日において、入浴、

排せつ、食事の介護等を行います。 

自立生活援助 障がい者支援施設等から一人暮らしへの移行を希望する方の居宅

を一定の期間、定期的に訪問し、必要な助言や医療機関等との連

絡調整を行うほか、随時の相談や要請があった際に訪問、電話、

メール等による支援を行います。 

 

 共同生活援助の実績と見込量 

年度  

項目 

第５期（実績・見込み） 第６期（計画） 

Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

実利用者数 

(人／月) 

計画 120 123 125 141 146 152 

実績 128 131 136 - - - 

 ◆見込量の考え方と確保の方策 

利用者の増加傾向と現在の実績を考慮して利用者数を見込んでいます。自立に向けた居住

の場を確保するため、市内外のグループホームとの協力体制を図り、新規開設等にも協力を

求めていきます。 

 

 施設入所支援の実績と見込量 
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居住系サービスの内容

３．居住系サービス

共同生活援助の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　不定期の利用が多く、実績が一定でないことから、現在の実績により利用者、利用日数

を見込んでいます。市内事業所は13か所ありますが、今後も介護者の高齢化や家族の支援

力の低下により利用希望者が見込まれるため、利用定員の拡大や新規事業所の開設を促進

します。

◆見込量の考え方と確保の方策

　利用者の増加傾向と現在の実績を考慮して利用者数を見込んでいます。自立に向けた居

住の場を確保するため、市内外のグループホームとの協力体制を図り、新規開設等にも協

力を求めていきます。

◆見込量の考え方と確保の方策

　利用実績により増加を見込んでいます。市内事業所は３か所ありますが、支援学校卒業

者や就労移行支援利用者への雇用の場を提供する必要性を考慮し、今後もサービス定員、

事業所の確保に努めていきます。

就労定着支援の実績と見込量

療養介護の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　就労移行支援事業等の利用を経て一般就労へ移行した人を対象とした、平成30年からス

タートしたサービスです。一般就労への移行状況等を考慮し、利用者数を見込んでいま

す。市内の２事業所および県内周辺自治体の事業所を利用しています。

◆見込量の考え方と確保の方策

　現在の利用者の状況や新規利用予定者等を勘案して見込量を設定しています。療養介護

事業所は県内に３か所ありますが、仙台市以南にしかないため、県外の事業所も含め連絡

調整等の協力体制を図りながらサービスの利用を支援していきます。

就労継続支援Ｂ型の実績と見込量

短期入所の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　前計画の見込量を大きく上回る利用実績となり、今後についても増加が見込まれます。

市内事業所は10か所ありますが、利用者の増加に対し、事業所の新規開設や定員拡大など

によるサービス提供の確保を図ります。

（グループホーム）
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年度  

項目 

第５期（実績・見込み） 第６期（計画） 

Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

実利用者数 

（人／月） 

計画 106 105 104 103 102 101 

実績 106 103 101 - - - 

◆見込量の考え方と確保の方策 

地域移行が進むことによる利用者の減少を見込んでいます。市内には事業所が３か所ありま

すが、事業所や定員の維持確保に努めます。 

 

 自立生活援助の実績と見込量 

年度  

項目 

第５期（実績・見込み） 第６期（計画） 

Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

実利用者数 

（人／月） 

計画 1 1 1 1 1 1 

実績 0 0 0 - - - 

◆見込量の考え方と確保の方策 

これまでサービス利用の実績はありませんが、地域移行が進むことによる新規利用者を見

込んでいます。市内に事業所がなく、県内でも自立生活援助事業所が少ないため、利用希望

があった際には事業所との調整等、サービス利用に向けた支援を行います。 

 

 

 ４．相談支援 

 相談支援の内容 

サービスの種類 サービスの内容 

計画相談支援 

障がい福祉サービスを利用する人の自立した日常生活などを支え

るため、解決すべき課題や支援の方法をプラン化し、適切で効果

的なサービス利用となるようサービス等利用計画を作成します。 

地域移行支援 

支援施設などに入所している人や精神科病院に入院している人

に、住居の確保や地域での生活に移行するために必要な相談や支

援を行います。 

地域定着支援 

入所施設や医療機関から地域生活に移行した障がい者等が安定し

て地域生活を営めるよう、障がいの特性によって生じた緊急事態

などに対応する支援を行います。 

 

 

 計画相談支援の実績と見込量 
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◆見込量の考え方と確保の方策

　障がい福祉サービス利用者全員が計画相談支援を利用することを目標とし、利用者数を

見込んでいます。市内に事業所は８か所ありますが、利用者の増加や状況に合わせた相談

支援が行えるよう事業所との連携強化を図っていきます。また、地域移行および地域定着

支援事業所は市内に２か所あります。施設入所者や精神科病院入院者が地域生活へスムー

ズに移行できるよう、利用の促進を図ります。

計画相談支援の実績と見込量

地域移行支援の実績と見込量

地域定着支援の実績と見込量

相談支援の内容

４．相談支援

自立生活援助の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　地域移行が進むことによる利用者の減少を見込んでいます。市内には事業所が３か所あ

りますが、事業所や定員の維持確保に努めます。

◆見込量の考え方と確保の方策

　これまでサービス利用の実績はありませんが、地域移行が進むことによる新規利用者を

見込んでいます。市内に事業所がなく、県内でも自立生活援助事業所が少ないため、利用

希望があった際には事業所との調整等、サービス利用に向けた支援を行います。

施設入所支援の実績と見込量

第４章　第６期障害福祉計画第４章　第６期障害福祉計画
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◆見込量の考え方と確保の方策

　利用者数の実績により見込量を設定しています。

理解促進研修・啓発事業の実績と見込量

自発的活動支援事業の実績と見込量

障害者相談支援事業の実績と見込量
地域生活支援事業（必須事業）の内容

１．必須事業

　サービス見込量の推計方法

　地域生活支援事業の見込量については、これまでのサービス利用実績の推移を基本に、障

がい者の利用意向や事業所のサービス供給体制を勘案しながら設定します。

　なお、令和２年度実績は、これまでの利用実績を踏まえた推計値を掲載します。

【地域生活支援事業の体系】

６　地域生活支援事業の見込量と確保の方策

地域活動支援センター
事業

第４章　第６期障害福祉計画第４章　第６期障害福祉計画
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◆見込量の考え方と確保の方策

　種目により利用件数の変動がありますが、増加傾向を見込んでいます。福祉用具につい

ての情報収集や、医療および科学技術の進歩を反映したメニューの追加を適宜行い、利用

者等への説明の充実を図りながら適切な給付に努めます。

◆見込量の考え方と確保の方策

　手話通訳相談員の設置や手話通訳者派遣については、利用者に浸透しているため利用見

込みは現状維持としました。

　要約筆記奉仕員派遣については、制度の周知を図りながら事業が活用されるよう啓発を

行います。

　重度障害者(児)入院時支援員派遣事業については、利用実績がありませんが、市民の

ニーズから発足した事業であり、重度障がい者（児）の入院時のコミュニケーションを支

援する事業として有用であるため活用されるよう周知を図ります。

◆見込量の考え方と確保の方策

　ニーズを把握しながら、事業が活用されるよう周知を図ります。

地域自立支援協議会（登米市障害者自立支援協議会）

成年後見制度利用支援事業の実績と見込量

日常生活用具給付等事業の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　利用人数は減少傾向にあるものの、一人当たりの利用時間は増加傾向にあります。事業

所数については、急な利用の集中にも対応できるよう維持を図ります。

移動支援事業の実績と見込量

意思疎通支援事業の実績と見込量
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◆見込量の考え方と確保の方策
　利用人数の増加に伴い、利用日数も増加しています。令和２年度は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止措置として各学校において休校措置が取られたため、利用日数が急増し
ました。事業所数については、急な利用の集中にも対応できるよう維持を図ります。

◆見込量の考え方と確保の方策
　障害者総合支援法の訓練サービスにシフトし利用がありませんが、障がい者の就業に対
する選択が幅広く行われるよう新卒者への情報提供を進め、利用拡大を図ります。

◆見込量の考え方
　これまで６か所体制でしたが、利用者の減少や施設の老朽化等により統廃合を進め、令
和３年度より３か所、令和４年度から２か所体制として効率的な運営に努めます。

◆見込量の考え方と確保の方策

　年度により利用実績に差異があり、相対的にみると、利用者の介護保険事業への移行も

あり、利用人数および回数は鈍化しています。事業所数については、急な利用の集中にも

対応できるよう維持を図ります。

地域活動支援センター事業の実績と見込量 日中一時支援事業の実績と見込量

知的障害者職親委託の実績と見込量
地域生活支援事業（任意事業）の内容

訪問入浴サービス事業の実績と見込量

２．任意事業

地域生活支援事業（任意事業）の内容

３．その他事業

13,60013,60013,600
14,14011,582
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◆見込量の考え方と確保の方策
　障がい者が地域で自立した生活を送るために必要な事業であることから、自動車教習所
や支援学校、自動車販売会社などの協力を得ながら利用促進を図ります。

◆見込量の考え方と確保の方策
　利用者は、減少傾向にあります。社会参加を促進するための事業として活用されるよ
う、広報などによる周知を行いながら利用拡大を図ります。

自動車運転免許取得・改造助成事業の実績と見込量

福祉タクシー利用助成事業の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策
　障がい者が地域で自立した生活を送るために必要な事業であることから、広報などによ
る周知を行いながら利用の拡大を図ります。

自動車燃料費助成事業の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策
　透析患者の通院時の負担を軽減する事業として、医療機関と連携し事業が利用されるよ
う努めます。

◆見込量の考え方と確保の方策
　団体の活動が活発化し、利用者は増加傾向にありますが、令和２年度は新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点から、イベントの延期および中止がありました。社会参加を促
進するための事業として、今後も引き続き取り組みます。

透析患者通院交通費助成事業の実績と見込量

知的障害者社会参加促進事業の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策
　利用者は減少傾向にあります。酸素濃縮器事業者と協力しながら事業が利用されるよう
努めます。

在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策
　市内小中学校での周知を強化するなど、事業が利用されるよう継続して周知を行いま
す。

難聴児補聴器購入助成事業の実績と見込量

第４章　第６期障害福祉計画第４章　第６期障害福祉計画
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児童発達支援センターの設置および保育所等訪問支援の充実

成果目標の状況

　第１期計画期間における成果目標については、国の基本指針および地域の実情を踏まえ、

目標値を設定しています。本市における障がい児支援の提供体制の状況について、成果目標

に照らし点検・評価を行います。

　

（１）障がい児支援の提供体制の整備等

・取組状況

　　児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、国の基

本指針においては、令和２年度末までに児童発達支援センターを１か所以上設置すること

としています。

　　また、児童発達支援センターなどによる保育所等訪問支援の実施により、保育所等訪問

支援を利用できる体制とすることとされています。

・評価、改善等

　　本市においては、第１期計画策定前から児童発達支援センターこじか園を設置し、障が

い児に対する支援を行っています。また、保育所等訪問支援については、市内２事業所で

利用可能となっています。

３　第１期計画の進捗について

　本計画は、児童福祉法（第33条の20第１項）に基づき策定するもので、障がい児の健や

かな育成のために必要な支援や障がい児通所支援等の提供体制の確保に係る目標等を定める

ものです。

第５章　第２期障害児福祉計画

１　障害児福祉計画について

（１）障がい児の健やかな育成のための発達支援

　　　障がい児支援の推進にあたっては、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障が

い児の健やかな育成を支援することが必要となります。このため、障がい児とその家族

に対し、障がいの疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、地域支援体制の

構築を図ります。

　　　また、幼稚園、小・中学校に在籍する障がいのある幼児児童生徒の発達および学習を

支援する特別支援教育の充実を図るとともに、地域の保健、医療、障がい福祉、就労支

援等の関係機関とのネットワークを構築し、切れ目のない一貫した支援を提供する体制

の構築を図ります。

　　　さらに、障がい児が障がい児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援

を受けやすくすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童生徒が共に成長でき

るよう、地域社会への参加や包容を推進します。

≪成果目標の設定≫　

　　障がい児支援の提供体制の整備等（継続）

２　第２期計画の基本的理念
項　　目 数　値 備　　考

第５章　第２期障害児福祉計画 第５章　第２期障害児福祉計画
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４　第２期計画における成果目標の設定
（２）主に重症心身障がい児を支援する障害児通所支援事業所の確保

（３）医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置

・取組状況

　　重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるよう、国の基本指針では、令和２年

度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイ

サービス事業所を少なくとも１か所以上確保することとされています。

・評価、改善等

　　本市においては、主に重症心身障がい児を支援する事業所は１事業所となっています。

・取組状況

　　国の基本指針においては、平成30年度末までに、保健、医療、障がい福祉、保育、教育

等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることとされています。

・評価、改善等

　　本市においては、目標としていた平成30年度末までには設置できませんでしたが、国の

基本指針を踏まえ、令和２年度において自立支援協議会の課題検討部会として「医療的ケ

ア児等支援のための関係機関の協議の場」を設置しています。

　障がい児支援の体制整備を進めるため、令和５年度を目標年次として、次に掲げる事項に
ついて、これまでの実績および地域の実情を踏まえて、数値目標を設定します。

　（1）主に重症心身障がい児を支援する障害児通所支援事業所の確保

　≪成果目標≫

　＜目標設定の考え方＞
　重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるよう、国の基本指針では、令和５年度
末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービ
ス事業所を各市町村または圏域に少なくとも１か所以上確保することを基本とすることとさ
れています。
　本市においては、主に重症心身障がい児を支援する事業所は１事業所となっていますの
で、今後同事業所との協力体制のもと、必要なサービスが提供される体制を維持するととも
に、他事業所による新規開設等についても協力を求めて２か所以上の設置を目標とします。

　（2）医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置

【国の基本指針】
　主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイ
サービス事業所を令和５年度末までに各市町村に少なくとも１か所以上確保
することを基本とする。

【国の基本指針】
　医療的ケア児等が適切な支援を受けられるよう、令和５年度末までに、各
都道府県、各圏域および各市町村（都道府県の関与による圏域でも可）にお
いて、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るた
めの協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等コーディネーターを配置す
ることを基本とする。

項　　目 数　値 備　　考

項　　目 数　値 備　　考
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（参考）
※「児童発達支援センターの設置および保育所等訪問支援の充実」については、国の基本指
針では成果目標としているものの、本市においては、第１期計画策定前から児童発達支援セ
ンターこじか園を設置しており、保育所等訪問支援についても同センターを含む２事業所で
の提供をしていることから、支援体制が整備済みであるということで、本計画での目標設定
はしないこととします。
　今後、児童発達支援センターは、施設の有する専門機能を活かし、全市的に地域の障がい
児やその家族への相談・支援、障がい児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、
地域の中核的な療育支援施設として充実を図ります。

【国の基本指針】
　保護者等が子どもの発達障がいの特性を理解し、必要な知識や方法を身に
つけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペアレントトレー
ニングなどの発達障がい者等およびその家族等に対する支援体制の充実を図
ることを基本とする。

【国の基本指針】
　児童発達支援センターの設置：令和５年度までに各市町村に１か所設置
　保育所等訪問支援の利用：令和５年度までに全ての市町村で利用可能

　≪成果目標≫

　＜目標設定の考え方＞
　国の基本指針においては、令和５年度末までに、保健、医療、障がい福祉、保育、教育

等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本としています。本市にお

いては、令和２年度に自立支援協議会の課題検討部会として「医療的ケア児等支援のため

の関係機関の協議の場」を設置しており、今後は医療的ケア児等に対する適切な支援が提

供できるよう協議を行うとともに、コーディネーターの配置や連携の方法等について検討

していきます。

　（3）発達障がい者等支援の一層の充実について

　≪活動指標≫

　＜指標の捉え方＞
　市内の実態やニーズを把握しながら、支援プログラムやピアサポート活動の実施について
は児童発達支援センターの業務としての検討を、ペアレントメンターについては制度の周知
や事業への活用等を県との連携で進めていきます。
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　見込量の推計方法
　障がい児通所支援の見込量については、これまでのサービス利用実績の推移を基本に、障
がい児の利用意向や事業所のサービス供給体制を勘案しながら設定します。
　なお、令和２年度実績は、これまでの利用実績を踏まえた推計値を掲載します。

　障がい児通所支援等の体系

障がい児通所支援の内容

児童発達支援の実績と見込量
５　障がい児通所支援等の見込量と確保の方策

（１）障がい児通所支援

◆見込量の考え方と確保の方策

　近年、発達障がいへの啓発が拡がり、支援を必要とする児童の増加が見られます。利用実

績は前計画の見込みを上回っており、市内の児童数は減少しているものの、今後も利用人数

の増加が見込まれます。現在、市内の事業所は３か所ありますが、新規事業所開設などの働

きかけを行い事業所の確保に努めます。

放課後等デイサービスの実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　利用量は前計画の見込みを下回っていますが、児童発達支援同様、利用人数は増加傾向に

あります。市内事業所は７か所ありますが、必要な支援の提供を確保するため、今後も新規

事業開設などの働きかけによる事業所の確保に努めます。

居宅訪問型児童発達支援の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　市内に事業所がなく、かつ県内でも居宅訪問型児童発達支援事業所が少ないため、今後も

引き続き、市内におけるサービス提供体制について検討していきます。
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第６章　計画の推進

１　計画の推進体制

１．計画の点検・評価
　　障害福祉計画は、障がい者の生活に必要な障がい福祉サービス等の提供の確保に向けて
推進されるものであり、関係者が目標等を共有し、その達成に向けて連携するとともに、
進捗状況を確認しながら改善を重ね、着実に取り組みを進めていく必要があります。
　　そのため、計画については定期的に進捗を把握し、分析・評価の上、課題等がある場合
には対応していくことが求められます。
　　平成25年４月に施行された障害者総合支援法においては、計画に定める事項について定
期的に調査・分析、評価を行い、必要な措置を講ずること（ＰＤＣＡサイクル）とされて
います。

２．計画におけるＰＤＣＡサイクル
　　第６期計画に係る国の基本指針に即して定めた数値目標は、「成果目標」、各サービス
の見込量は「活動指標」となります。市は、ＰＤＣＡサイクルに沿って事業を実施し、そ
の上で、「成果目標」および「活動指標」について、少なくとも年1回、進捗状況・達成
状況を登米市障害者自立支援協議会へ報告し、計画の中間評価として評価を受けます。

１．庁内推進体制の整備
　　本計画の施策を効果的に推進するため、保健・医療・福祉の関係各部署が一体となった
支援ネットワークを確保し、教育や住宅・都市計画などの関連部署や雇用などの関係機関
との連携をさらに強化するとともに、全庁的な取り組みを行います。

２．地域との連携
　　本計画を推進するにあたっては、地域の理解や協力が不可欠です。地域でのつながり
は、震災を機にその重要性があらためて認識されたところであり、地域で安心して暮らせ
る環境づくりに民生委員児童委員や行政区、自主防災組織などとの連携を図ります。

３．宮城県・他市町村等との連携
　　本計画の推進にあたっては、サービスの提供や人材育成など、広域的な対応が必要とな
ります。そのため、宮城県、他市町村および障がい福祉サービス等事業者などと連携を図
り、サービス提供体制の確保を図ります。

２　計画の点検・評価
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保育所等訪問支援の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策
　市内事業所は２か所と、前計画から１事業所増加しています。通所のサービスに比較して
利用が少ないことから、サービスの周知についても取り組んでいきます。

（２）障がい児相談支援

障がい児相談支援の内容

障がい児相談支援の実績と見込量

◆見込量の考え方と確保の方策

　前計画の見込みを上回る利用実績となっており、増加が見込まれます。市内事業所は５か

所ですが、事業所の確保に努めながら、相談支援の強化と相談支援サービス提供の拡大を図

ります。
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※「成果目標」とは、障がい福祉サービス等の提供体制確保の一環として、国の基本指針
の中で、基本理念等を踏まえて国全体で達成すべき目標として設定するもの。
※「活動指標」とは、都道府県・市町村において、基本指針に定める基本理念や提供体制
確保の基本的考え方、障がい福祉サービス等の提供体制確保に関する成果目標等を達成
するために必要となるサービス提供量等の見込みとして設定するもの。

障害福祉計画におけるＰＤＣＡサイクルのプロセスイメージ

第６章　計画の推進


